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場所｜総局会議室
一■一一

|出席’中村事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門田民

I者 i事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、手嶋家庭局長、大須賀秘書

;_|報課長､杜下情報政策課艮聖谷審議高後藤審議官
課長兼広

瀞‘…麦耀…~……に詞‘‘〈
’ 小野寺総務局長説明く資料第1）
2 民事訴訟法第132条の10第1項の最高裁判所の定める裁

i ついて

判所に

' 3
門田民事局長説明（資料第2）

少年関係機関との連絡協議会について

手嶋家庭局長説明（資料第3）

家事関係機関との連絡協議会について

手嶋家庭局長説明（資料第4）

首席家庭裁判所調査官事務打合せの開催について

手嶋家庭局長説明（資料第5）
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事務総局会議資料等I
《3月 8日開催》

b

(令和4． 3． 8総務局第一課）

日本司法支援センター理事長の任命について

配布資料目録

毛、

法務大臣からの日本司法支援センター理事長の任命に係る求意見書（令和4年2月2

8日付け法務省司司第120号）
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【事務総局会議配布資料】

機密性2 完全性2 可用性2

法務省司司第120号

令和4年2月28日

最高裁判所長官大谷直人殿

法務大臣古 ノ| ｜ 禎久

（公印省略）

日本司法支援センター理事長の任命について

日本司法支援センター理事長板東久美子につきましては、令和4年3月31

日を．もって任期満了となりますが、その後任者として下記の者を任命したいの

で、総合法律支援法第24条第3項の規定に基づき最高裁判所の意見を求めま

す。

記

丸島俊介



配付資料

事務総局会議資料津ユ
（ 3月8日開催）

(令和4． 3． 8民二印）

議決事項案（民事訴訟法第132条の10第1項の最高裁判

所の定める裁判所について）

民事訴訟法（平成8年法律第109号）第132条の10第1項に規定する電子

情報処理組織を用いてする民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続における申立てその

他の申述を取り扱う裁判所は、次に掲げるものとする。

裁判所 効力を生ずる日

1 甲府地方裁判所令和4年4月21日

2大津地方裁判所令和4年4月21日

〆



事務総局会議資料藻3
（ 3月s日開催）

(令和43． 8家一印）

少年関係機関との連絡協議会について

主催 各家庭裁判所

期日 令和4年4月から令和5年3月までの間で各家庭裁判所が定める日

場所 各家庭裁判所又は各家庭裁判所の定める場所

協議事項少年事件の処理に関して連絡調整を要する事項

各家庭裁判所又は各家庭裁判所の定める場所

少年事件の処理に関して連絡調整を要する事項

１
２
３
４
５ (1) 各家庭裁判所の少年事件を担当している裁判官、裁判所書記官、

家庭裁判所調査官等 各家庭裁判所の定める人数

(2) 少年関係機関（少年鑑別所、少年院、保護観察所、児童相談所、

児童自立支援施設等の少年保護関係機関、学校、教育委員会等の

教育関係機関§警察関係機関、検察庁その他協議事項に関連する

協議員

各家庭裁判所の定める人数関係機関又は団体)の職員



事務総局会議資料等牛
（ 3月8日闘催）

(令和43． s家二印）

家事関係機関との連絡協議会について

主催 各家庭裁判所

期日 令和4年4月から令和5年3月までの間で各家庭裁判所の定める日

場所 各家庭裁判所又は各家庭裁判所の定める場所

協議事項家事事件の処理に関して連絡調整を要する事項

協議員 （1） 各家庭裁判所の家事事件を担当している裁判官、裁判所書記官、

家庭裁判所調査官等 各家庭裁判所の定める人数

（2） 各家庭裁判所管内に所在する関係自治体、福祉関係機関、医療

関係機関、弁護士会その他協議事項に関連する関係機関又は団体

の職員 各家庭裁判所の定める人数

１
２
３
４
５



事務総局会議資料隼ざ
（ 3月8日開催）

(令和43. 8家三印）

首席家庭裁判所調査官事務打合せの開催について

主催 最高裁判所

期日 令和4年5月20日 （金）

開催方法ウェブ会議を用いて、最高裁判所と各高等裁判所の所在地を管轄す

る家庭裁判所を接続する方法により開催する。

協議事項高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官

１
２
３

4

が行う調整事務に関し考慮すべき事項

各高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査

官 8人

家庭裁判所判事 4人

合計12人

出席者5

参列員6
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事務総局会議（第8回）議事録

日時令和4年3月､5日 (火)午前]心時00分~荊、雷22全一」
｜

場所総局会議室

出席中村事務総長､小野寺総務局長徳岡人事局長氏本経理局長門麗民｜
者 事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、手嶋家庭局長、大須賀秘書課長兼広｜

報課長、杜下情報政策課長､染谷審議官、後藤審議官
0

議事｜ 日本司法支援センターの中期目標を達成するための計画(中期計画）

｜蝿穏纂溌長説明《資料｝
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事務総局会議資料
《3月’よ日閥働

(令和4． 3． 15総務局第一課）

日本司法支援センターの中期目標を達成するための計画（中期計画）の認可について

配布資料目録

法務大臣からの日本司法支援センターの中期目標を達成するための計画（中期計画）

の認可に係る求意見書（令和4年3月4日付け法務省司司第145号）



【事務総局会議配布資料】

法務省司司第145号

令和4年3月4日

最高裁判所長官大谷直人殿

法務大臣 古 ノI I 禎久

（公印省略）

日本司法支援センターの中期目標を達成するための計画（中期計画）の

認可について（求意見）

標記について、 日本司法支援センターから総合法律支援法（平成16年法律

第74号）第41条第1項の規定に基づき認可の申請があったところ、 これを

別添のとおり認可したいので、同条第3項の規定に基づき最高裁判所の意見を

求めます。



日本司法支援センター中期計画

日本司法支援センター（以下「支援センター」という。）は、国民等が、法的問題

を解決するための制度をより容易に利用でき、弁護士。司法書士等の法律専門家の

サービスをより身近に受けられるようにするという 「総合法律支援」に関する事業

の実施態勢を充実・強化するために設立された。

そのため、支援センターは、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法に

よる紛争解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指すとと

もに、社会のセーフテイネットとして、国民等のニーズに十分に応えていくことが

期待されている。

この期待に応えるべく､ これまで、支援センターは、情報提供業務、民事法律扶

助業務、国選弁護等関連業務、司法過疎対策業務犯罪被害者支援業務等の多様な

分野にわたる業務に取り組み、各中期目標期間において、次のような対応や取組も

開始した。

，○第i期中期目標期間（平成18年度から平成21年度まで）

裁判員裁判制度及び被疑者国選弁護の対象事件拡大への対応

○第2期中期目標期間（平成22年度から平成25年度まで）

いわゆる法テラス震災特例法(東日本大震災の被災者に対する援助のための

日本司法支援センターの業務の特例に関する法律）に基づく東日本大震災法律

援助事業等の被災者支援業務への対応

被害者参加旅費等支給業務への対応

○第3期中期目標期間（平成26年度から平成29年度まで）

地方公共団体､福祉機関・団体や弁護士会、司法書士会等と連携を図り、 自

ら法的支援を求めることが難しい高齢者・障がい者等の抱える法的問題を含め

た総合的な問題解決を図るための新たな取組（以下「司法ソーシャルワーク」

という。）

○第4期中期目標期間（平成30年度から令和3年度まで）

大規模災害の被災者、認知機能が十分でない高齢者・障がい者等（特定援助

対象者)及び特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待をいう｡）の被害者に

対する法的援助業務並びに被疑者国選弁護の対象事件再拡大への対応

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応した電話等による法律相談援助

の実施

在留外国人に対する法的支援体制の整備

-1-



このように、支援センターは、社会の大きな変化や国民等の直面する問題の多様

化とともに、求められる役割がますます大きくなっている。特に、高齢者・障がい

者、ひとり親、在留外国人など、司法に手が届きにくい人のニーズに応える必要が

あるほか、若年層を中心とした法的支援の必要性に気付いていない人へのアプロー

チも必要である。また、裁判関連手続のデジタル化への取組が進められていること

を踏まえ、デジタル技術の活用による社会のデジタル化の動きに対応して必要な法

的支援を提供するとともに、 自然災害等の発生時においても、法的支援を継続的に

提供し得る業務体制を構築する必要がある。

そこで、支援センターは、上記のような司法アクセスへのニーズの増大・多様化

を踏まえ、 より適切な業務運営を通じて、国民等のニーズに十分に応えることがで

きるよう、総合法律支援法第41条の規定により、第5期中期計画（令和4年度から

令和7年度まで）を以下のとおり定める。

総合法律支援の充実のための措置に関する目標を達成するためとるべき措置

1 業務運営の基本的姿勢

(1) 支援センターの業務運営においては、引き続き、非公務員型法人であるこ

との利点をいかした様々な創意工夫により、懇切・丁寧かつ迅速・適切な対

応その他高齢者・障がい者等に対する特別の配慮を含め、利用者の立場に立

った業務遂行を常に心掛ける。

(2) 支援センター設立から15年以上にわたり実施してきた法的支援の取組を

振り返るとともに、利用者からの意見、苦情等を真筆に受け止め、必要に応

じて業務の改善を行う｡また、多様な意見を業務運営にいかすため、外部有

識者から構成される顧問会議を各年度に1回以上開催し、必要に応じて業務

の改善を行う。

(3) 主に国費により支援センターの業務運営に要する経費が賄われているこ

とを踏まえ、役職員は常にコスト意識を持ち、納税者の視点から、資金投入

の必要性、支出の適切性、投入資金額に見合う効果の有無等を十分に考慮し

て業務運営に当たり、必要に応じ、 自発的に創意工夫をして、効率的で効果

的な業務運営を実現するための改善に努める。

I

2組織の基盤整備等

（1） 支援センターの職員

ア職員（常勤弁護士を除く。以下本項目において同じ。 ）の配置及び能力

の向上

－2－



（ｱ） 職員の配置については、総合法律支援の実施及び体制の整備の重要性

を踏まえ、総合法律支援の充実のための措置及び提供するサービスの質

の向上に関する取組に配慮しつつ、既存業務の変動及び新規事業の追加

による業務量の増加を的確に把握し、事務手続の合理化の観点を考慮し

た業務量に応じた適正なものとする。また、職員を新たに採用する場合

には、業務を行うために真に必要な職員数を検証した上で、必要な数の

採用を行う。

（ｲ）人事配置等により多様な経験を積ませるとともに、支援センターの多

様な取組に適切に対応するため、集合研修及びオンライン研修等の、そ

れぞれの長所をいかしつつ、採用年次、経験年数、担当業務の別等に応

じた研修を実施し、職員の能力向上を図る。

（ｳ） 職員一人一人がその能力を最大限発揮し、質の高いサービスを提供で

きるよう、働きやすい職場の実現に努めるべく、近時の働き方改革の動

向を見ながら必要な人事上の取組を検討・実施する。

イ常勤弁護士の採用及び配置

（ｱ） 常勤弁護士の採用に当たっては、説明会等を活用し、支援センターの

業務の円滑で効率的な運営に適応でき､総合法律支援の取組に意欲的で、

国民の期待に応えることのできる人材の確保を図る。そのため、常勤弁

護士の給与については実務経験年数において同等の裁判官・検事の給与

を参考にするほか、採用数確保に向けた具体的方策を検討・実施する。

（ｲ） 全国的に総合法律支援を適切に実施できる体制となるよう、常勤弁護

士を配置できていない地方事務所への配置の促進に向け、 日本弁護士連

合会と継続的な協議を開くなどして連携しつつ、地元弁護士会との協議

や司法アクセス障害の解消に向けた全国の常勤弁護士の法的支援体制を

効果的に周知・広報する方策を検討・実施するなどし、常勤弁護士の配

置に対する理解醸成を図る具体的取組を促進する。

（ｳ） また､各地域における法的ニーズや事務所ごとの業務量・常勤弁護士

の活動に係る財政的な効果を把握・分析し､地域の実情に応じて期待さ

れる常勤弁護士の年間業務量の達成状況を客観的に評価しつつ､配置人

数の適正化を図るなど、常勤弁護士が担う業務の効率的な実施体制を構

築する。

（工） 上記の取組の実施に当たっては、常勤弁護士が、民事法律扶助業務及

び国選弁護等関連業務等を適切に運用するためのセーフティネットとし

て、出張相談や特定援助対象者法律相談援助等の一般の弁護士が受任し

-3－



難い採算性の乏しい事案や対応困難な事案を受任するなど司法アクセス

障害の解消という公共性の高い業務を担う必要があること、高齢者・障

がい者、犯罪被害者、外国人などの多様な法的ニーズへの対応、福祉機

関等の関係機関との連携強化など支援センターが求められている各種施

策の担い手としての役割も期待されていることなどに留意する。

ウ常勤弁護士の資質の向上

民事事件、刑事事件、その他司法ソーシャルワークを含む司法アクセス

障害の解消という役割を果たすのに資する研修等の実施により常勤弁護

士の資質の向上に努めるとともに、支援センタ〒の中核となって職務を行

う人材の育成を図る。研修等の実施に当たっては、その目的に応じて集合

研修及びオンライン研修を使い分けるなど円滑な実施方法を検討する。

(2) 一般契約弁護士・司法書士の確保

多様な司法アクセスニーズに応える必要があることを踏まえ、民事法律扶

助の担い手となる弁護士。司法書士並びに国選弁護、国選付添及び被害者参

加人のための国選弁護の担い手となる弁護士の業務を全国的に均質かつ効率

的なものとするため、弁護士会及び司法書士会と連携し、必要に応じて説明

会や協議会を実施するなどして各制度に対する理解を求めることにより､各

地域における法的ニーズへの対応に必要な一般契約弁護士・司法書士の人数

の確保に努めるとともに、一般契約弁護士・司法書士が提供するサービスの

質の向上を図る。

(3) 事務所の存置等

事務所については、総合法律支援法の理念を踏まえ、その存置・移設・設

置の必要性について不断に検討し、必要な見直しを進める。また、 「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の趣旨を踏まえ、支援セン

ターが全国で賃貸する事務所等におけるバリアフリー化を一層推進するほか、

高齢者・障がい者等に配慮した職員の対応や情報提供等の環境整備を進める

等、合理的配慮を的確に行うための取組を推進する。なお、出張所、扶助・

国選対応地域事務所､司法過疎地域事務所については､以下の点に留意する。

ア出張所

地方事務所と地理的に近接する出張所については、各地域における法的

ニーズや事務所ごとの業務量に加え､自然災害等の発生に伴う緊急時にお

いても、利用者に対するサービスの提供や国選弁護等関連業務を維持し続

けられるよう、業務継続体制の観点も踏まえつつ、地方事務所との統合を

含め、組織の在り方の見直しを進める。
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また､法テラス震災特例法が令和3年3月31日を限りに効力を失った後

も設置を継続することとした東日本大震災の被災地に設置している臨時出

張所については、被災地における需要や出張所の業務量、維持コスト等を

踏まえつつ、必要な見直しを進める。

イ扶助・国選対応地域事務所

当該地域における一般契約弁護士の増加状況、一般契約弁護士による民

事法律扶助・国選弁護等関連事件の受任状況、維持コスト、常勤弁護士の

業務量等を踏まえつつ、組織の在り方の見直しを進める。

ウ司法過疎地域事務所

司法過疎地域事務所については、その制度趣旨に鑑みて、当該地域の法

律事務取扱業務量、登録弁護士数、一般契約弁護士数、実働弁護士一人当

たりの人口、 日本弁護士連合会による公設事務所の設置状況、当該司法過

疎地域事務所における業務量、採算性等の要素を踏まえ、 日本弁護士連合

会又は地元弁護士会等と協議を行うなどして事務所の設置、存続及び統廃

合を検討する。

なお、司法過疎地域事務所の設置に際しては、引き続き、上記要素等を

考慮した設置基準をあらかじめ設定した上で、設置に係る具体的な検討体

制や意思決定プロセスを明確化するなど、その検討過程を明らかにする。

司法アクセス拡充のための体制整備

本部及び各地方事務所において、地域の実情に応じ、司法アクセスに関する

域のニーズ､利用し得る支援センター内外の資源を的確に把握した上で、関

機関連絡協議会や地方協議会の開催、業務説明を含む法制度情報等の提供、

3

地域のニーズ､利用し得る支援センター内外の資源を的確に把握した上で、関

係機関連絡協議会や地方協議会の開催、業務説明を含む法制度情報等の提供、

広報等の手段による関係機関との連携強化に加え､指定相談場所の指定､巡回・

出張相談の活用、司法ソーシャルワークの実施などを推進し、司法アクセス拡

充のための体制整備を行う。

なお、その際には電話6オンライ:ンも活用し、効率的な司法アクセス拡充を

推進する。

Ⅱ提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべ

き措置

1 情報提供業務

（1）適切な情報提供の実施

ア民事裁判手続等のIT化等を含む社会のデジタル化・オンライン化の流

～

－5‐



れや利用者の多様なニーズに応じた情報提供を実施するとともに、最新の

情報を常に把握し、 FAQや関係機関データベースの情報の充実を図る。

イ外部評価の結果を踏まえた研修を実施するなどして、質の高いサービス

の維持・向上に努めるとともに、最適な関係機関の紹介､民事法律扶助へ

の迅速な取次ぎなど、利用者にとって最適な支援への橋渡しを確実かつ円

滑に行う。

ウ地方事務所（支部・出張所を含む。 ）における情報提供業務に関しては、

コールセンターとの役割分担を踏まえ、弁護士会・司法書士会、福祉機関

等の関係機関との直接的な連携や、各地域に根差した柔軟な対応が可能で

あるという特性をいかし、利用者のニーズや各地の実情に応じた情報提供

を適切に実施する。

(2)法教育事業及びその関連事業

法教育関連事業を行っている法務省その他の関係機関・団体との適切な役

割分担や社会のデジタル化・オンライン化の流れを踏まえつつ、具体的な内

容及び目標を定めた計画を策定した上で、同計画に基づいて、一般市民向け

法教育事業及びその関連事業を実施する。

2民事法律扶助業務

（1） 高齢者・障がい者等に対する支援の充実

福祉機関等との連携について多角的に検討し、一般法律相談援助による出

張相談や特定援助対象者法律相談援助を適切に実施するとともに、司法ソー

シャルワークを全国的な取組として推進することによって、高齢者・障がい

者等に対する適切な援助を行う。

(2) 利用者の利便性の向上

民事法律扶助がより身近で利用しやすいものとなるよう､地域の実情に鑑

み、指定相談場所相談の増加に向けた取組や専門相談の充実を図るほか､デ

ジタル技術を活用した相談体制への取組など、利用者の立場に立った運用を

検討。実施する。

(3)利用者が代理援助と書類作成援助を適切に選択できるよう、援助の種類・

内容や負担費用の違いを記載した資料等について、適時に見直しを行うなど、

利用者の意思を尊重しつつ、代理援助や書類作成援助に効果的に結び付ける

方策を検討・実施する。

3 国選弁護等関連業務
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(1) 迅速かつ確実に国選弁護人及び国選付添人の選任が行われる態勢の確保

を図るため、被疑者国選弁護事件数の推移を見据え、指名通知が困難な特殊

な事案についても念頭に置いた上で、各地方事務所・支部単位で、裁判所、

検察庁、警察及び弁護士会との間で、各年度に1回以上、定期的な協議を行
ｰ

フ。

(2) 裁判所からの国選弁護人等候補指名通知請求を受けてから裁判所に候補

者を通知するまでの所要時間の短縮を図るため、地方事務所ごとに手続類型

別の目標時間を設定し、その目標時間内に適切な指名通知を行うよう努める。

(3) 弁護士会と連携の上、裁判所の協力を得るなどして、本部及び各地方事務

所において、刑事弁護等に関する知識経験の蓄積を行うとともに、刑事弁護

に関する各種の協議、法改正等の制度変更や裁判員裁判に関する研修等によ

り、十分な知識・経験を有する国選弁護人の選任が行われるよう努める。

4 司法過疎対策業務

司法過疎地域事務所については、地域の法的ニーズに的確に応えるため、必

要な事務所を設置・維持し、適正な数の常勤弁護士を配置する。

また､現時点で司法過疎地域事務所を設置していない地域においては、関係

機関・団体が行う司法過疎対策との連携、対象者の心身の状況及びその置かれ

た社会的状況等に応じた出張相談。巡回相談の実施、デジタル技術を活用した

情報提供や法律相談の可能性の検討を進めるなど、効率的かつ効果的な形での

司法過疎対策を検討し、その実施を図る。 ，

5犯罪被害者支援業務

（1） 犯罪被害者等やその支援に携わる者の意見を聴取する機会を設け、そのニ

ーズ等をくみ上げるとともに、対応事例を分析するなどの取組も実施し、必

要に応じて業務の改善や職員の能力向上を図る･

(2) 犯罪被害者支援に精通している弁護士の紹介及びDV等被害者法律相談

援助を適切に実施するとともに、 これらの支援体制を整備するため、弁護士

会と連携して登録・契約弁護士数の確保に向けた協議会等の実施や関係機関

との連携強化を図り､女性弁護士への相談希望等相談内容やニーズに応じた

サービス提供に努める。

(3) 国選被害者参加弁護士の選定が確実に行われるための態勢の整備に努め

るとともに、公判期日に出席する被害者参加人に対する旅費等の支給につい
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ては、裁判所と密接な連携を図りながら、受理から2週間以内で支給するよ

う努める。

6 多様な司法アクセス障害等に対応した業務の充実

これまでサービスの充実を図ってきた高齢者・障がい者、生活困窮者等に加

えて、被災者や在留外国人等の司法サービスへのアクセスが困難な、より多様

な方々に対しても更に充実したサービスが提供できるよう体制を整備し、 これ

らの人々のニーズに即しながらサービスの充実を図っていく。

Ⅲ業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

1 一般管理費及び事業費の効率化

（1） 人件費については、業務内容に応じた柔軟な雇用形態の活用及び国家公務

員の給与制度を踏まえた適切な給与体系の維持により、経費の合理化・効率

化を図る°

（2） 業務運営の効率化及び調達方法の合理化により、運営費交付金を充当して

行う事業については､新規に追加されるもの及び拡充分等を除外した上で、

毎年度、一般管理費（人件費、事務所借上料及び公租公課を除く。）の前年

度比で3パーセント以上の金額に、事務所借上料の前年度比で1パーセント

以上を加えた金額を削減し、事業費（立替金債権管理事務処理費以外の民事

法律扶助等事業経費を除く。）の前年度比で1パーセント以上の金額を削減

する。そのため、各種契約手続については、原則として一般競争入札及び企

画競争等の競争的手法により行う。また､少額随意契約による場合において

も、複数の業者から見積書を徴する競争的手法により行う。

2事業の効率化

(1) 組織運営の効率化

総合法律支援を取り巻く状況や社会情勢の変化等に応じて効率的に組織を

運営するため、組織運営における本部・地方事務所間での役割分担や情報共

有の実施方法等を柔軟に見直す。

(2) 業務の効率化

デジタル技術の活用等により、本部。地方事務所間での業務分担の見直し

や各業務における事務処理手順の見直し等を進め、業務の効率化を図る°な

お､情報提供業務(犯罪被害者支援業務の一部を含む｡)、民事法律扶助業務、

国選弁護等関連業務については、以下の点に留意する。
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ア情報提供業務

コールセンターにおける情報提供について､応答率90パーセント以上か

つ占有率（業務関連時間に占める利用者対応時間の割合）おおむね80パ

ーセントを維持しつつ、利用者のニーズに応じたサービスを提供するため

の効率的で効果的な業務運営方法を検討・実施する。

イ民事法律扶助業務

審査の適正を確保しつつ、事務手続の平準化を行うとともに、全ての地

方事務所において、書面審査の活用や、簡易な案件について単独審査とす

る取組を進め、事務手続の合理化を図る。

ウ国選弁護等関連業務

国選弁護等の報酬・費用の算定に係る不服申立てについて、算定業務の

本部集約を進める中、本部と地方事務所の役割を明確にし､地方事務所で

処理することが合理的な事務は地方事務所で処理するなど適切な業務分

担を行い、事務手続の合理化を図る。

Ⅳ予算（人件費の見積りを含む。 ） 、収支計画及び資金計画

1 自己収入の獲得

（1） 寄附金収入

寄附に関する広報や受入方法を工夫するなどして一般人からの寄附金の受

入れを進めるなどし、寄附金収入の獲得に努める。

（2） 有償受任等による自己収入

司法過疎地域事務所において、民事法律扶助事件、国選弁護等関連事件に

適切に対応した上で、有償事件の受任等による自己収入を確保する。

（3） 財政的支援の獲得

地方公共団体その他関係機関・団体からの財政的支援（事務所の無償又は

廉価な賃貸料での貸与等）の獲得・維持に努める。

2民事法律扶助における立替金債権等の管理・回収

(1) 引き続き、被援助者の属性・滞納理由等に応じた効率的かつ効果的な督促

を実施するとともに、初期段階での償還率向上を図るため事務フローの見直

しを行い、償還金の回収に努め、償還率（｢当該年度末までの償還予定額｣

に占める「当該年度末までの償還金額」の割合）について、中期目標期間を

通じて90パーセント以上を目指すとともに､償還滞納率（｢当該年度末時点

の償還残額」に占める「当該年度末時点の償還滞納額」の割合）について、
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前年度以下とする。なお、督促の実施に当たっては、年度ごとに立替金債権

の管理・回収計画を策定し、毎年度、その管理・回収状況について検証した

上、不断に必要な見直しを行う｡

また、新型ゴロナウイルス感染症の感染拡大や自然災害等の影響により償

還困難になった被援助者に対しては､償還猶予の弾力的運用を行う。

(2) 償還の見込みがある立替金債権については､具体的な目標を設定した上で、

高い償還率の維持に努め、償還の見込みがない立替金債権については、免除

等による償却処理を含めた債権管理コストの削減を図るなど、効率的な債権

管理を行う。なお、免除の決定に当たっては、他の被援助者との公平性及び

相互扶助の観点から､免除要件の該当性について適正に判断する。

(3) 発生年度ごとの立替金債権の管理・回収状況､立替金債権の償還総額等の

基本的なデータについて、業務実績等報告書で明らかにする。

3予算、収支計画及び資金計画

別紙のとおり。

V短期借入金の限度額

短期借入金の限度額は35億円とする。

この短期借入金は、運営費交付金等の資金の出入に時間差が生じた場合、その

他不測の事態が生じた場合に充てるために用いるものとする。

Ⅵ不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産

の処分に関する計画

なし。

Ⅶ重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

なし。

Ⅷ剰余金の使途

剰余金は、情報提供に関する業務の充実、広報活動の充実及び職員研修の充実

に充てる。

Ⅸその他法務省令で定める業務運営に関する事項

1 施設及び設備並びに人事に関する計画
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既存業務の業務量の変動及び新規業務の追加による業務量の変動に応じた施

設・設備。人的体制の確保を図る°

2デジタル化への対応

政府の「デジタル・ガバメント実行計画」を踏まえて、効率的な業務運営に

資するデジタル化を進めるほか、デジタル技術を利活用できる人材の育成を行

う。

3業務継続体制の整備

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等、従来想定されていなかった自然災

害等の発生により長期間業務継続が困難となる場合に備えて、防災・業務継続

計画の見直しを検討するとともに、本部。地方事務所間又は地方事務所間にお

ける応援体制の構築や勤務拠点以外の場所において業務を行う環境の整備等を

進め、緊急時においても､利用者に対するサービスの提供や国選弁護等関連業

務を維持し続けられる体制を整える。 〆

4 中期目標期間を超える債務負担

中期目標期間を超える債務負担については、当該債務負担行為の必要性及び

資金計画への影響を勘案し、合理的と判断されるものについて行う。

5積立金の使途

前中期目標期間の最終年度において､総合法律支援法第45条による整理を行

ってなお積立金の残余があるときは、法務大臣の承認を受けた金額について、

やむを得ない事情により前中期目標期間中に完了しなかった業務の財源、前中

期目標期間中に発生した経過勘定等の損益影響額に係る会計処理等に充てる。

6 その他中期目標を達成するために必要な事項

（1） 内部統制の確実な実施

アガバナンスの強化

（ｱ） 支援センターの業務が国民等の権利・利益に直結し、停滞の許されな

い公共性を有することに鑑み、理事長のリーダーシップにより、組織運

営及びガバナンスの更なる適正化に向けたPDCAサイクルを機能させ

るため、本部においては、業務運営方針を迅速かつ適切に決定できる体

制の充実・強化に努め、地方事務所においては、全国的に均質なサーピ

-11.-



スを提供すべく、本部が決定した業務運営方針を迅速かつ的確に実施で

きる体制の充実・強化に努める。

また、支援センター設立から15年以上が経過したことを踏まえ、こ

れまでの法的支援の意義・効果について総括的分析・評価を行いも必要

に応じた業務改善の検討を積極的に進める。

（ｲ） 常勤弁護士は、個別の法律事務について独立してその職務を行うもの

であるが、支援センターの業務の公共性に鑑み、支援センターの業務運

営方針を理解して意欲的に取り組み､国民等の期待に応えるよう努める。

（ｳ） 支援センターの業務の特性及びこれまでの情報セキュリティ対策の実

施状況を踏まえて、政府のサイバーセキュリティ戦略本部の方針に準じ

たセキュリティ対策を講じる。

イ．監査の充実及びコンブライアンス強化

（ｱ） 国費の支出を含む業務運営の適正を確保するため、監査技術の向上を

図るとともにフォローアップ監査を計画的に実施するなど､監査の充実

を図る。

（ｲ） 監査結果等を踏まえ、内部統制を強化するために必要な措置について

検討・実施するとともに、研修の実施等により職員に対する法令・規程

等の周知を徹底することで、 コンブライアンスの一層の推進を図る。

業務内容の周知を図る取組の充実

支援センターが提供する法的サービスを必要とする者が支援センターの業

務内容等を認知できるよう、本部において策定した広報活動方針及びこれを

踏まえて各地方事務所において策定した広報計画に基づき、地方公共団体等

との連携を図りつつ、様々な媒体を活用した効率的で効果的な広報活動を行

う。

なお、広報活動に要した費用及びその効果や､全体又は性別・年代別等の

認知度の調査結果について事後に分析・検証し、その結果を広報活動方針等

に反映させる｡

報酬・費用の立替・算定基準

民事法律扶助業務、国選弁護・国選付添関連業務、被害者国選弁護関連業

務の報酬・費用については、国費支出をより適正なものとすること、事件の

困難性や担い手が行う業務内容を適切・公平に反映させること等の多角的な

視点から、立替・算定基準について検討を行い、その結果の適切な反映を図

る。

(2)

(3)

-12.-



(別紙）

中期計画予算

(単位:百万円）※一般勘定

※各欄の積算額と合針額の数字は､四捨五入の関係で一致しないことがある。

区分

情報提供業務

金額

民事法律扶助業務

.金額

犯罪被害者支援業務

金額

司法過疎対策業務

金額

共通

金額

合計

金額

収入

｜ ョ ’ 4,847 ’ 82,340 ’ 1,628 ’ 4,937 ’ 16,531 ’

62,362

0

184

47,517

220

110,283

運営賓交付金 4,847 35,712 1,626 4,049 16,128

受託収入 一 一 ー 一 一

補助金等収入 一 － 一 一 184

事業収入 一 46,628 1 888 一

事業外収入 一 － 一 一 220

支出

｜ ” ’ 4,847 I 82,340 ’ 1,628 ’ 4,937 ’ 16,531 ’

77,051

7,795

25,437

110,283

事業経費 895 72,㈹4 65 68 4,018

一般管理費 ■■■■■■

参
一 － － 7,795

人件費 3,952 10,336 1,562 4,869 4,718



【運営費交付金算定ルール】

令和4年度から同7年度は積上げ方式とする。
運営費交付金＝人件費十｛(その他一般管理費十β） ×α1＋事業経費×α2｝ ×消費者物価指数一自己収入
人件費＝役職員給与(非常勤職員を含む。 )xy+退職手当十職員厚生経費
その他一般管理費＝施設経費十執務体制整備等経費十制度周知徹底経費
事業経費＝情報提供事業経費×ol+民事法律扶助事業経費×02+司法過疎対策事業経費×o3+特殊要因
自己収入＝各事業年度の自己収入の見積額×0

【注記】

’その他一般管理費には､国選弁護人確保業務及び被害者参加旅費等支給業務に係る経費は含まれない。
2事件数等の将来において変動し得る要素については反映していない．◎

3令和4年度以降の一般管理費及び事業経費についての効率化係数､並びに運営費交付金を充当して行う事業については､新規に追加されるもの､拡充
分等は除外した上で､以下の係数値を決定。
α1:一般管理費(人件費及び公租公課を除く｡)を､毎年度､事務所借上料については前年度比1パーセント程度(推定)、それ以外については前年度比
3パーセント程度(推定)を削減することとなるよう、当該事業年度の予算編成過程において､当該事業年度における具体的な係数値を決定｡

α2:事業費(立替金債権管理事務処理費以外の民事法律扶助等事業経費を除く)を､毎年度､前年度比1パーセント程度(推定)を削減することとなるよ
う､各事業年度の予算編成過程において､当該事業年度における具体的な係数値を決定。

β:政策係数の要因(事業経費の増等)に伴う一般管理費の増分。
γ：人件費調整係数｡各事業年度の予算編成過程において給与昇給率等を勘案して､当該事業年度における具体的な係数値を決定。
ol,02,03:政策係数(各事業経費ごとに設定)。前年度比の各事業経費(国選弁護人確保事業経費及び被害者参加旅費等支給事業経費を除く｡）の
増分割合を想定｡各事業年度の予算編成過程において､当該事業年度における具体的な係数値を決定。
消費者物価指数:各事業年度の予算編成過程において､当該事業年度における具体的な係数値を決定。
特殊要因:特殊要因に基づいて増加する経費｡

8：自己収入の増加策等を勘案した係数として､各事業年度における予算編成過程において当該事業年度における具体的な係数値を決定。
4各事業年度の予算編成過程において､当該事業年度における具体的な必要経費を決定。

【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等】

・効率化係数(α1):中期目標期間中は､0.97(事務所借上料については0.99)と仮定した。
・効率化係数(α2):中期目標期間中は､0.99と仮定した。
・消費者物価指数:中期目標期間中は､1.00と仮定した。
・人件費調整係数(γ）:中期目標期間中は､1.00と仮定した。
・政策係数(01):中期目標期間中は､1.00と仮定した。

・政策係数(o2):中期目標期間中は､1.00と仮定した。
・政策係数(び3):中期目標期間中は､1.00と仮定した。
、自己収入係数(0）:中期目標期間中は､1.00と仮定した。



(別紙）

中期計画予算

(単位:百万円）※国選弁護人確保業務等勘定

※各欄の積算額と合計額の数字は､四捨五入の関係で一致しないことがある。

区分

国選弁護等関連業務

金額

犯罪被害者支援業務

金額

司法過疎対策業務

金額

共通

金額

合計

金額

収入

｜ ” ’ 55,646 ’ 619 ’ 4,274 ’ 6,628 ’

一

67,167

■■■■■■

ー

一

67,167

運営費交付金 一 ■■■■■■ 一 －

受託収入 55,646 619 4,274 6,628

補助金等収入 一 一 一 －

事業収入 一 ｡ － ー ■■■■■■■

事業外収入 ー ■■■■■I■■■ － 一

支出

｜ 計 ’ 55,646 ’ 619 ’ 4.274 ’ 6,628 ’

52,819

3,094

11.254

67,167

事業経費 50,805 570 71 1,373

一般管理費 一 一 ー 3,094

人件費 4,842 49 4,203 2,161



(別紙）

収支計画

※一般勘定 (単位:百万円）

※各欄の積算額と合計額の数字は､四捨五入の関係で一致しないことがある。

区分

情報提供集務

金額

民事法律扶助業務

金額

犯扉被害者支援業務

金額

司法過疎対策業務

金額

共通

金額

含齢

金額

費用の部

句

’

経常費用

事業経費

一般管理費

人件費

減価償却費

財務費用

臨時損失

4.847

4,847

895

一

30952

■■■■■

一

ー

82.弧0

82,340

72,”4

一

10,336

－

一

■I■■■■

1,628

1,628

65

’
一

_1,562

一

－

一

4,937

旬

4,937

68

一

4,869

一

ー

一

16,531

16,531

4,018

7,795

4,718

一

－

ー

.110,283

110.283

77‘051

7,795

25,437

一

,■■■■■

一

収益の部

運営費交付金

受託収入

補助金等収入

事業収入

事業外収入

4,847

4,847

－

－

一

－

821340

35,712

一

一

46,628

－

1,628

1；626

ー

－

1

一

4,937

4,049

ー

一

888

ご
－

16,531

16,128

－

184

q■■■■■

220

110,283

62,362

0

184

47･517

220

純利益 0 0 0 0 0 0

目的積立金取崩 － 一 ■■■■■ － ■■■■■■ －

総利益 0 0 0 0 0 0



(別紙）

収支計画

(単位:百万円）※国選弁護人確保業務等勘定

※各欄の積算額と合計額の数字は､四捨五入の関係で一致しないことがある。

区分

国遺弁睡等関連業務

金額

犯卯被害者支援乗務

金額

司法過疎対策業務

金額

共通

金額

合針

金綾

費用の部

経常費用
＝

事業経費

一般管理黄

人件費

減価償却費
－一一一一 一

’

財務受用

辰忍莫一

55,646

55,646

50,805

－

4,842

ﾛ■■■■■

一

一

619

619

570

一

49

一

一

■■■■■■■

4,274

4‘274

71

一

4,203

。
一

一

一

6,628

6.628

1.373

3094

2.161

一

一

一

67,167

67,167

52,819

3,094

11,254

ー

一

一

収益の部

運営費交付金

受託収入

補助金等収入

一

Ｄ

卜

事業収入

事業外収入

55,646

一

55,646

－

ー

一

619

一

619

ー

一

一

4,274

ー

4,274

ー

一

■■■■■■

6,628

－

6‘628

一

一

一

67.167

一

67,167

ー

一

■l■■■■

純利益 0 0 0 0 0

目的積立金取崩 ■■■■■■■ ー 一 一 一

総利益 0 0 0 0 0



(別紙）

資金計画

※各欄の積算額と合計額の数字は､四捨五入の関係で一致しないことがある。

区分

情報提供業務

金額

民事法律扶助業務

金額

犯罪被害者支援業務

金額

司法過疎対策業務

金額

共通

金額

合計

金額

資金支出

経常費用

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出

次期中期目標の期間への繰越金

4,847

4,847

4,847

0

0

0

82.340

82,340

82,340

O■

0

0

1,628

1,628

1,628

0

0

0

4,937

4,937

4,937

0

0

0

16,531

16,531

16,531

0

0

0

110,283

110,283

110,283

0

0

0

資金収入

■．

’

業務活動による収入

運営費交付金による収入

受駝収入

その他の収入

投資活動による収入

財務活動による収入

前期中期目標の期間よりの繰越金

4,847

4,餌7

4.847

一

一

0

0

0

82,340

82,340

35‘712

一

46,628

0

0

0

1,628

1,628

1,626

ー

1

0

0

0

4,937

4.937

40049

ー

888

0

0

0

16,531

16,531

16,128

一

404

0

0

0

110,283

110,283

62,362

0

47,921

0

0

0



(別紙）

資金計画

※国選弁護人確保業務等勘定 (単位:百万円）

区分

国選弁護等関連業務

金額

犯罪被害者支援業務

金額

司法過疎対策業務

金額

共通

金額

合計

金額

資金支出

経常費用

業務活動による支出

投資活動による支出

財務活動による支出
● 旬

● 6

次期中期目標の期間への繰越金

55,646

55,646

55,646

0

0

0

619

619

619

0

0

0

4,274

4,274

4,274

0

0

0

6,628

6,628

6,628

0

0

0

670167

67，167
今

67,167

0

0

0

資金収入

’

業務活動による収入

運営費交付金による収入

受託収入

その他の収入

投資活動による収入

財務活動による収入

前期中期目標の期間よりの繰越金

55,646

55,646

一

55,646

一

0

0

0

619

619

一

619

一

0

0

0

4,274

4,274

一

4,274

一

0

0

0

6,628

6,628

一

6,628

1■■■■■■

0

0

0

67,167

67,167

q■■■■■

67,167

■■■■■■■

0

0

0



事務総局会議（第9回）議事録
’ －P 一 一P申

日時 令和4年3月22日 （火日 （火）午後2時00分

ー~ー.一二．！

～午後2時15分
'一一一一

’

|場所｜総局会議室
I
【

l "~. ~‐

中村事務総長、出席 小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門田民

長、吉崎刑事局長、手嶋家庭局長、大須賀秘書課長兼広

報政策課長、染谷審議官、後藤審議官

者事局長兼行政局長、

；報課長、杜下

議事 1 令和4年

情報政策課長、
一一一一一一－一一圧一一一

における裁判官の視察について

｜ 大須賀秘書課長説明（資料第1）

' 2令和4年度高等裁判所長官､地方裁判所長及
’ 開催について

小野寺総務局長説明（資料第2）

i 3令和4年春の藍綬褒章受章者の内定について
｜
1 徳岡人事局長説明（資料第3）

地方裁判所長及び家庭裁判所長会同の

｜

’

I

1
1

I

’

｜

1
1

ド

’
1

F

| -‐－

|結果｜◎ 裁判官会議付議 1， 2， 3
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事務総局会議資料隼’
《3月ユユ日開催）

【配布資料】

(令和43．22秘書印）

令和4年における最高裁判所判事の国内視察について

（憲法週間に伴う最高裁判所判事視察）

裁判官の視察対象庁一覧(案）

l

管内 I 視察対象庁 裁判官

東京
(第二小法廷）

さいたま

水戸

岡村裁判官

三浦裁判官

東京

(第三小法廷）
静岡

－

戸 倉裁判官

大阪

(第三小法廷）

大阪

奈良

和歌山

宇賀裁判官

渡邉裁判官

林 裁判官

名古屋

(第一小法廷）

福井

富山

堺 裁判官

深山裁判官

広島

(第一小法廷）

岡山

松江

安浪裁判官

山口裁判官

福岡
(第二小法廷）

福岡 草野裁判官

仙台

(第三小法廷）

仙台

青森

長嶺裁判官

林 裁判官

札幌
(第二小法廷）

札幌 菅野裁判官

高松

(第一小法廷〉
高松 岡 裁判官



事務総局会議配布資料事務総局会議資料亭ユ
（3月之ユ日開継』

高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長会同開催

について（案）

主催 最高裁判所

期日 令和4年6月1日 （水）及び2日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項 （1） 当面の司法行政上の諸問題について

（2） その他

会同員 高等裁判所長官，地方裁判所長及び家庭裁判所長合計約8

日程
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事務総局会議資料霞3
《 3月ユユ日露鐘）

令和4年春の藍綬褒章受章者名簿（内定）

功労業務I
§

I ！ 氏名所属庁
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事務総局会議（第10回）議事録

日時令和4年3月29日 （火）午前10時00分～午前10時40分

場所|総局会議室 』

出席中村事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門田民

者 Ⅲ事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、手嶋家庭局長<大須賀秘書課長兼広

，報課長、杜下情報政策課長、染谷審議官、後藤審議官
卜 i~…ー~~---

’ 1 令和4年度外国出張計画について

｜ 大須賀秘書課長説明(資料第1）
' 2 「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱jの

一部改正について

小野寺総務局長説明（資料第2）

； 3 共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する

｜ 手続規則について
！ 門田民事局長説明（資料第3）

1 4家事事件手続規則及び民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正す
る規則について

手嶋家庭局長及び門田民事局長説明（資料第4）

|議事
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事務総局会議資料津’
《3月ユ9日開催）

ノ

令和4年度外国出張計画

1 判事補海外留学研究（1年） 合計23人

米国×13、英国×2、ドイツ×2、フランス×1、豪州x2、カナダ×2，

裁判官23人

合計7人

裁判官6人

ベルギー×1 。

行政官長期在外研究（2年）2

米国×S、英国×2、フランス×1

米国

一般職長期在外研究（1年）
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事務総局会議資料津ユ
《3月皇’圖開鱗

(令和4． 3． 29総一印）

「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱

要綱」の一部改正について

(配布資料目録）

｢裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱｣の一部改正(案）１
２ 新|日対照条文

ノ



配布資料1

「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要

綱」の一部改正について

1 記中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第5

8号｡以下「行政機関個人情報保護法」を「個人情報の保護に関する法律（平成

15年法律第57号。以下「個人情報保護法」に改める。

2記第1及び記第2を次のように改める。

第1 定義

1 この取扱要綱において「個人情報」 とは、生存する個人に関する情報であ

って、次のいずれかに該当するものをいう。

（1） 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しく

は電磁的記録(電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によ

っては認識することができない方式をいう。 2の(2)において同じ。 ）で作

られる記録をいう。以下同じ。 ）に記載され、若しくは記録され、又は音

声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。

）をいう。以下同じ。 ）により特定の個人を識別することができるもの（

他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別する

ことができることとなるものを含む。 ）

（2） 個人識別符号が含まれるもの

z この取扱要綱において「個人識別符号」 とは、次のいずれかに該当する文

字、番号、記号その他の符号のうち、別に定めるものをいう。

（1） 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換し

た文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別するこ

とができるもの

(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関

し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、

若しくは電磁的方式により記録された文字､番号、記号その他の符号であ
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って、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものと

なるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、

特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができる

もの

3 この取扱要綱において「要配慮個人情報」 とは、本人の人種、信条、社会

的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する

不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を

要するものとして別に定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この取扱要綱において個人情報について「本人」 とは、個人情報によって

識別される特定の個人をいう。

ら この取扱要綱において「仮名加工情報」 とは、次に掲げる個人情報の区分

に応じてそれぞれ次に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の

個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関

する情報をいう。

（1） 1の(1)に該当する個人情報当該個人情報に含まれる記述等の一部を削

除すること （当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない

方法により他の記述等に置き換えることを含む。 ） 。

（2） 1の(2)に該当する個人情報当該個人情報に含まれる個人識別符号の全

部を削除すること （当該個人識別符号を復元することのできる規貝U性を有

しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。 ） 。

6 この取扱要綱において「匿名加工情報」 とは、次に掲げる個人情報の区分

に応じてそれぞれ次に定める措置を講じて特定の個人を識別することができ

ないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個

人情報を復元することができないようにしたものをいう。

(1) 1の(1)に該当する個人情報当該個人情報に含まれる記述等の一部を削

除すること （当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない
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方法により他の記述等に置き換えることを含む｡ ） 。

（2） 1の(2)に該当する個人情報当該個人情報に含まれる個人識別符号の全

部を削除すること （当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有

しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。 ） 。

7 この取扱要綱において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報

であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しな

いものをいう。

s この取扱要綱において「保有個人情報」 とは、裁判所の職員が職務上作成

し、又は取得した個人情報であって、裁判所の職員が組織的に利用するもの

として、裁判所が保有しているものをいう。ただし、司法行政文書（平成2

7年7月1日から実施の「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱」記第1に定める司法行政文書をいう。以下同じ。 ）に記録さ

れているものに限る。

9 この取扱要綱において「個人情報ファイル」 とは、保有個人情報を含む情

報の集合物であって、次に掲げるものをい;う。

（1） 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を

用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(2) (1)に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年

月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することが

できるように体系的に構成したもの

第2裁判所における個人情報の取扱い

1 個人情報の保有の制限等

（1） 司法行政事務に関し、個人情報を保有するに当たっては、司法行政事務

を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特

定するものとする。

(2) (1)により特定された利用の目的（以下「利用目的」 という。 ）の達成に
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必要な範囲を超えて、個人情報を保有しないものとする。

（3） 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行わないものとする。

2利用目的の明示

本人から直接書面（電磁的記録を含む。 ）に記録された当該本人の個人情

報を取得するときは、個人情報保護法第62条第1号から第4号までに規定

する場合に相当する場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を

明示するものとする。

3不適正な利用の禁止

違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人

情報を利用しないものとする6

4適正な取得

偽りその他不正の手段により個人情報を取得しないものとする。

5 正確性の確保

利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と

合致するよう努めるものとする。

6安全管理措置

（1） 保有個人情報の漏えい、滅失又は段損の防止その他の保有個人情報の安

全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

（2） 裁判所から個人情報の取扱いの委託（二以上の段階にわたる委託を含む。

）を受けた者が当該委託を受けた業務を行う場合について、裁判所は、当

該委託を受けた者に対し、 (1)に定める措置を求めるものとする。

7職員の義務一

個人情報の取扱いに従事する職員又は従事していた職員は、その職務に関

して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利

用してはならない。
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8利用及び提供の制限

（1） 裁判所は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有

個人情報を自ら利用し、又は提供しないものとする。

（2） (1)にかかわらず、裁判所は、次のいずれかに該当すると認めるときは、

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供するこ

とができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利

用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵

害するおそれがあると認められるときは、 この限りでない。

ア本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

イ裁判所が裁判事務又は司法行政事務の遂行に必要な限度で保有個人情

報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することに

ついて相当の理由があるとき。

ウ国の機関、独立行政法人等（個人情報保護法第2条第9項に規定する

独立行政法人等をいう。 ） 、地方公共団体又は地方独立行政法人（個人

情報保護法第2条第10項に規定する地方独立行政法人をいう。 ）に保

有個人情報を提供する場合において､保有個人情報の提供を受ける者が、

法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を

利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由がある

とき。

エアからウまでに掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目

的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供すること

が明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供すること

について特別の理由があるとき。

(3) 個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個

人情報の利用目的以外の目的のための裁判所の内部における利用を特定の

部署に限るものとする。

､
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9保有個人情報の提供を受ける者に対する措置の求め

利用目的のために又は8の(2)のウ若しくはエにより、保有個人情報を提供

する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受け

る者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の

制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適

切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

10外国にある第三者への提供の制限

(1)外国（個人情報保護法第71条第’項に規定する外国をいう。以下(1)及

び(3)において同じ。 ）にある第三者（同項に規定する第三者をいう。以下

（,)において同じ。 ）に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供す

る場合には､法令に基づく場合及び8の(2)の工に掲げる場合を除くほか､

あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得るもの

とする。

（2） (1)により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護法第71条

第2項に規定する情報に相当する情報を当該本人に提供するものとする。

(3)保有個人情報を外国にある第三者（個人情報保護法第71条第1項に規

定する体制を整備している者に限る。 ）に利用目的以外の目的のために提

供した場合には、法令に基づく場合及び8の(2)のエに掲げる場合を除くほ

か、同条第3項に規定する必要な措置に相当する措置を講ずるとともに、

本人の求めに応じて当該必要な措置に相当する措置に関する情報を当該本

人に提供するものとする。

11 個人関連情報の提供を受ける者に対する措置の求め

第三者に個人関連情報を提供する場合（当該第三者が当該個人関連情報を

個人情報として取得することが想定される場合に限る。 ）において、必要が

あると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、

1

その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏え
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いの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるこ

とを求めるものとする。

12 仮名加工情報の取扱いに係る義務

（1） 裁判所は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報（個人情報であ

るものを除く。以下同じ。 ）を第三者（当該仮名加工情報の取扱いの委託

を受けた者を除く。 ）に提供しないものどする。

（2） 裁判所は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

（3） 仮名加工情報を取り扱うに当たっては法令に基づく場合を除き、当該

仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、

削除情報等（個人情報保護法第73条第3項に規定するものをいう。 ）を

取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合しないものとする。

性） 仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話

をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律（平成1

4年法律第99号）第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同

条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便

により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法（個

人情報保護法第7:3条第4項に規定するものをいう。 ）を用いて送信し、

又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の

情報を利用しないものとする。

（5） 裁判所から仮名加工情報の取扱いの委託（二以上の段階にわたる委託を

含む。 ）を受けた者が受託した業務を行う場合について、裁判所は、 ・当該

委託を受けた者に対し、 (1)から(4)までの定めによる措置等を求めるものと

する。

13 匿名加工情報の取扱いに係る義務

（1） 匿名加工情報を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、適
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宜の方法により、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれ

る個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、

当該第三者に対して‘当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示

するものとする。

（2） 匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該

匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、

当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは個人情

報保護法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を

取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合しないものとする。

（3） 匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護

法第121条第3項に規定する基準に相当する基準に従い、匿名加工情報

の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

（4） 裁判所から匿名加工情報の取扱いの委託（二以上の段階にわたる委託を

含む。 ）を受けた者が受託した業務を行う場合について、裁判所は、当該

委託を受けた者に対し、 (2)及び(3)の定めによる措置等を求めるものとする。

記第4の1中「法定代理人から」を「代理人（未成年者若しくは成年被後見人

法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下同じ。 ）から」に、 「法

3

の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下同じ。 ）から」に、 「法

定代理人に」を「代理人にjに改め、同(2)及び記第4の2の(2)中「行政機関個人

情報保護法第14条」を「個人情報保護法第78条」に改め、同5の(2)中「法定

代理人｣を「代理人」に改め、同6の(1)中「行政機関個人情報保護法第4条第2

号」を「個人情報保護法第6乞条第2号」に改める。

4記第5の1の(1)及び同2の(2)中「法定代理人」を「代理人」に改める。

5記第6の1の(1)中「法定代理人」を｢代理人」に改め、同ア中「当該保有個人

情報が適法に取得されたものでないとき」を削り、 「保有されているとき」の

次に「、同3に違反して取り扱われているとき、同4に違反して取得されたもの

であるとき」を加え、 「同6の(1)」を「同8の(1)」に改め、同イ中「第2の6の
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(1)及び(2)」を「第2の8の(1)及び(2)又は同10の(1)」に改め、記第6の2の(2)中

「法定代理人」を「代理人」に改める。

6 記第9の2の表以外の部分中「第2の6の(2)のイ」を「第2の8の(2)のイ」に

改め､同2の表を次のように改める。
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記第10の1中「行政機関個人情報保護法第45条第1項」を「個人情報保護

第122条第1項」に改める。 ”

7

法第

付記

1 この改正は、令和4年4月5日から実施する。

2 この改正の実施日前にこの改正による改正前の平成27年7月1日から実施の

「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」 （以下「旧取扱

要綱」 という。 ）記第4の1，第5の1及び第6の1の定めによる申出がされた

場合における旧取扱要綱に定める保有個人情報の開示、訂正及び利用停止につい

ては、なお従前の例による。

3 この改正の実施日前に裁判所に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同

意がある場合において、その同意がこの改正による改正後の平成27年7月1日

から実施の「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」 （以

下「新取扱要綱」 という。 ）記第2の10の(1)の定めによる保有個人情報の外国

にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、 この改正

の実施日において同(1)の同意があったものとみなす。
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4新取扱要綱記第2の10の(2)の定めは、この改正の実施日以後に同(1)の定めに

より本人の同意を得る場合について適用する。

5新取扱要綱記第2の10.の(3)の定めは、裁判所がこの改正の実施日以後に保有

個人情報を同(3)に定める外国にある第三者に提供した場合について適用する。
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『裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」の新旧対照条文

（傍線部分は改正部分）
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君1 定義

1 この取扱要綱において｢個人情報」とは、

生存する個人に関する情報であって、次α

いずれかに該当するものをいう。

（1） 当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等（文書、図画若しくは電磁

的記録(電磁的方式（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認調

することができない方式をいう。2の(2

において同じ｡）で作られる記録をいう。
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（2） （略）

2 （略）

3 （略）

〔記第1の6からの移記〕

〔新設〕
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|第1 定義
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’ （1） 当該情報に含まれる氏名､生年月日そ
’ の他の記述等（文書、図画若しくは電磁

I 的記録(電磁的方式(電子的方式､磁気
I 的方式その他人の知覚によっては認識

｜ することができない方式をいう｡2の(2)
｜ において同じ｡)で作られる記録をいう。
｜ 以下同じ｡）に記載され、若しくは記録

｜ され､又は音声､動作その他の方法を用
； いて表された一切の事項(個人識別符号

i を除く｡）をいう。以下同じ｡）により特

｜ 定の個人を識別することができるもの
｜ （他の情報と容易に照合することがで
’ き､それにより特定の個人を識別するこ
’ とができることとなるものを含む｡）

I （2） （略）
' 2 （略）
’ 3 （略）

'4三里里奨臺…』ニョ回ﾑ這批2』△
1 －〆「÷ム ’ し－ 1割一 浬A建金rllシトーー〆垂厘『I宍

i、生年月日そ

一一

●
‐
．
．
，
！
’
！
。
！
’
。
！
！
‐
’
●
、
！
“
ｉ
‐
‐
●
ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

I
－一一勺一＝－－－－－ーー 一一一一今一一

1



配布資料2
一~一ー一一一一一一一ー一一一一一一一一一一弓一一､‐. 一今｡一一 ･･ 轌・ -,-－一一～一一一一ー一島一△－pﾏｰ ･一 ﾏe － －－夢 一ﾏ '一､､ り 巴一一一・一一→一一=ー△－－－ー←ロー 一一■~ ~一 三グー･寺一一一一ケ ー=ｰ一一今一一一一

こと･のできる規則性を有しない方法にi

‐主-2-他LQ壷述劉皇置鬘-僅主-皇星と童食i

1
1

I

｜ む｡)。

2上DIZiE該当丈到塾人憧謹一当該風 １
５
０
日
■
０

伊

凸

正

■

甲

０

■

■

■

Ⅱ

■

■

■

０

Ⅱ

１

日

Ⅱ

Ｂ

Ｏ

Ｊ

■

’含まれる掴人識別符号の全部人情報に
－－＝づ負一◆一一

を削除すること_{当該個人識別笹号塗復i

元することのできる規貝U性を有しな随｜
Jこ~一｜

雌腫_圭旦_鯉史記述豊l呈置_鬘璽_型_三I

と_童宣遜_1塁一

旦三璽璽趣襄遡三塗｣△ｴｰ瞳名迦工i壹蓮』_｜ 〔新規〕
上_陸一巡里握f塑週△燈謹璽璽巡I逃工｜
それぞれ汝に定める撞置迄遡皇工笠定Q|
個人を識別することができないように鯛I

凸
■
９
■
■
■
■
■
■
Ｕ
■
■
ｑ
９
Ｂ
Ｕ
凸
Ⅱ
ｂ
Ｏ
Ｈ
②
■
Ｉ
Ｄ
■

‐
も
４
◆

凸
■
■
■
■
〃
血
■
，
人
９
０
■
■
Ｉ
Ｆ
１
０
口
■
■
■
■
■
甲
■
■
■
９
○
Ｓ
ｒ
ｌ
６
Ｄ
阜
庁
、
■
Ｉ

ｉ
Ｉ
Ｖ
Ａ
Ｉ
●
町
■
１
４
●

Ｊ

二

‐
■
ｑ
凸
■
■
■
■
『
Ｐ

‐

↓

』

‘

ｈ

ｊ

ａ

Ｊ

ｊ

■

ｂ

Ｆ

Ｕ

ｒ

９
ｌ
ｑ
Ｄ
■
■

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

砿
一
声
ふ

か
一

肌
色
Ｉ

６
Ｕ
Ｄ
ｑ
召
Ｉ
■
■
Ｐ
Ｂ
■
０
９
・
０
日
０
４
４
口
？
！
〃
『

や
Ｉ
◇
令
４
勺
１
．
６
９

Ｉ
０
１
ｄ
■
■
□
＆
■
名
■
Ｊ
■
伊
ｊ
■
０
り
■
■
○
Ｊ
Ｄ
■
■
ひ
Ｌ
１
マ
ど
■
Ｔ
Ｆ

６
．
９
Ｆ
呂
早
。
ｂ
■
■
■
９
℃
９

Ｕ
Ｆ
ｄ
ｆ
６
Ｐ
０
０
Ｂ
凸
■
Ｕ
Ｇ
ｇ
Ｂ
■
●
。
軸
〃
凸
■
１
世
■
ｒ
ｊ
“
■
■
ｂ
■
■
■
■
■
■
■
Ｅ
Ｄ
ｎ

世上Q皿三塗_当丈_壷_個猫蓮---当董個

人情報に含まれる記述等の一部を削除

丑
坐
一
一
一

７
－
Ｒ

も

Ｊ

Ｑ
、

Ｊ
ｄ
４
且
Ｑ
ｌ
Ｊ
０
４
１
１
可
Ｃ
ｏ
１
０
ｄ
■
■
■
■
▽
“
ｑ
ｊ
ｂ
ｊ
Ｉ
Ｍ
Ｐ
国
。
串
、
１
Ｊ
＄
■
■
■
■
■
■
■
凸
乃
ｇ
ｈ
１

、
申

■
ａ
Ｐ
０
Ｐ

巳
与
■
ｒ
■
■
■
■
■
Ⅱ
。
■
Ｂ
ｒ
８
７
ｌ
０
Ｕ
ｄ
Ⅱ
９
０
０
９
Ⅱ
０
０
４
■
■
■
且
日
■
４
■
二
■
■
■
日
ｖ
０
ｑ
■
■
■
日
。
△
Ｆ
■
■
■

一

這

訓性を有しナる規元することのでき ｇ
■
Ｕ
０
ｑ
Ｊ
■
Ｂ
■
Ｉ
■
８
０
．
■
且
■
画
■
ゆ
６
．
１
６
や
■
Ｕ
－
Ｐ
閲
Ｈ
Ｂ
Ａ
■
且
■
■
■
叩
Ｌ
Ⅲ
閣
口
も
Ⅲ
■
Ｕ
Ｌ
▼
ぬ
兇
■
■
画
■
胃
ｒ
Ｌ
ａ
Ｔ
Ｐ
Ｐ
？
■
勺
ｐ
９
ｄ
９
■
ｑ
０
も
。
・
句
ｆ
１
ｂ
４
孟
勺

ひ
１
ヶ
ｇ
Ｐ
ｒ
Ｑ

方法により他の記述等に置き換えるこ

とを含む噂)｡ー

〔新規〕

雲鵠歸薑講駕着駕ﾃ’ 4 この取扱要綱において「保有個人情報」
とは、裁判所の職員が職務上作成し、又は

取得した個人情報であって、裁判所の職員

が組織的に利用するものとして、裁判所が

保有しているものをいう。ただし、司法行

ｒ
ｂ
■
Ｂ
ヨ
ｑ
ｑ
ｊ
Ｆ
ｕ
■
■
■
■
唖
唱
Ｊ
ｕ
Ｌ
Ｆ
■
ｑ
少
恥
口
画
今
計
■
■
早
呂
■
■
■
■
Ｉ
凸
■

耳
Ｊ
ｑ
ｃ

’ 8 この取扱要綱において「保有個人情報」

|一とは､裁判所の職員が職務上作成し､又は
I 取得した個人情報であって､裁判所の職員
｜ が組織的に利用するものとして、裁判所が

｜ 保有しているものをいう｡ただし､司法行
I 政文書（王座星_7¥7H1日から実施の

■
９
１
Ｐ
㎡
ｊ
Ｑ
●
Ｐ
ｐ
Ｄ
こ
■
■
■
９
口
ａ
、
日
日
９
、
■
Ｆ
咽
凸
□
■
■

ひ
■
ロ

釜
、
Ｙ
・
守
』
■
■
■
“
〃
■
■
■
金
島
Ｖ
■
』
』
▽
●
■
■
“
Ｇ
邑
矼
■
■
■
５
白
ｒ
け
■
一
■
■
■
■
■
■
噌
可
■
■
■
Ｔ
■
心
■
■
ロ
■
画
■
■
■
■
■
■
こ
▼
Ｇ
Ｅ
■
■
Ⅱ
■
ｇ
ｔ
ｆ
Ｊ
ｑ
の
毎
■
■
■
■
Ｔ
ｒ
▲
日
早
■
１
日
■

◆裁判所の職員が職務上作成し政文書（ 又

る文書、司法行政事￥「裁判所の保有する司法行政文書の開示 は取得した

１
１
１

Ｌ
ａ
８
■

・■

ｑ
■
■
Ⅱ
０
■
６

１
「
１
日
，
凸
ｒ
凸
■
■
■
■
■
Ⅱ
甲

一
一

の取扱

じ｡）に記録司迭f王政X書をいう。 以下同
日
ｆ
Ⅱ
凸
８
■
■
■
Ｉ
凸
凹
■
６
８
日
■
０
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
凸
０
凸
Ｈ
Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ⅱ
Ｉ
６
０
１
４
Ｂ
６
■
Ⅱ
日
日
■
■

されているものに限る。

｜ 録されているものに限る。
' 5 （略）
’一

9 （略）
－

〔記第1の4へ移記〕 この取扱要綴において個人情報につい６
ｌ

ｌ
６
Ｌ

ｌ
■
■
ｆ
Ｏ
Ｉ
Ⅱ
ｄ
ｇ．

２

一－－－
一、一一画一一一旦～

－－－一－－－
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1三旦杢ﾑ｣上必_個人i壹拠皇よ2工識別され
｜壷特定の個人をいう皇－

｜第2裁判所における個人情報の取扱い

’ 1 （略）

’ 2利用目的の明示

÷|に菫蝋震讓閲秀騨譲与｜
か｜るときは､行政機関個人情報保護法第4条蔓｜

場|ﾕｰ量から第4号までに規定する場合に相割
利iする場合を除き、あらかじめ、本人に対し、 ’
|ﾕｰ量から第4号までに規定する場合に相当I
iする場合を除き、あらかじめ、本人に対し、 ｜

－－－－一一今一一一＝早口一再一幸一
一一一●－今些 ■一 ■■ 令 L 旬｣ ｡｡ ■■ーロー■ ■－ﾏー

I

第2裁判所における個人情報の取扱い

1 （略）

2利用目的の明示

本人から直接書面（電磁的記録を含む｡）

に記録された当該本人の個人情報を取得一

国人情報保護法第62身 第1号るときは、

|その利用目的を明示するものとする｡

｜ 〔新規〕

I

ら第4号までに規定する場合に相当する

合を除き、あらかじめ、本人に対し、その

用目的を明示するものとする。

且不適正な利用の禁止

Ｌ
■
１
３

! _且
!
I
違法又は不当な行為を助長し、又は誘発

るおそれがある方法により偶人情報を利用

！ 〔新規〕

' 3 （略）

|z安全壁保噸置1－
｜ 保有個人情報の漏えい、滅失又は穀

止その他の保有個人情報の適切な管

めに必襄搬筐を講ずるものとする。

｜噺摺，

｡ 【阿合ノ

全安全確保Q措置

保有個人情報の漏えい、滅失又は穀損

‐
Ｉ
Ｆ
山
■
１
０
１
１
１
凸
Ⅱ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
，
Ｉ

も
ｒ
Ⅱ
■
Ｔ
０
１
８
１
Ⅱ
ｑ
Ｐ
ｒ

１
４
７
‘
０
Ｔ
凸
ｇ

ｏ
１
Ｄ
Ｕ
４
１
ｊ
０
‐
ｊ
６
７
１
Ｂ

る

》

すとの一も、Ｉなし－
４
’

の他不正の手段により個人情報を偽りそ

取
一
５
－
６
－

１

６
Ｆ
２
心
も
ｔ
１
０
ｒ
Ｂ
口
■
６
も
Ｄ
９
Ｑ
Ｌ
９
９
ｂ
１
■
■
ｑ
Ｅ
Ｆ
口
■
ｑ
Ａ
６
ｑ
６

１
２
●
ｐ
：
６
１
Ｆ
■
伊
Ｌ
口
可
？
７

ｂ
９
Ｌ
ｏ
Ｆ
４
Ｄ
１
６
ｂ
Ｇ
ｂ
ｂ
ｄ
１
ｊ
も
９
名
■
■
・
■
ヴ
ー
リ
ロ
甲
呵
ｆ
』
■
毎

ｐ
ｆ
■
Ｄ
Ｕ
５
も
●
中
中
‐
０
“
＆
●
ｒ
・
寺
！
も
１
口
６
Ｌ
ｏ
画
１
守
り
ｄ
ｐ
５
寺
マ
１
口
Ⅱ
弓

得しないものとする｡－

（略）

安全萱星措置

凶保有個人情報の漏えい､滅失又は穀

損の防止その他の保有個人情報の室全

管理のために必要かつ適切な措置を講

ずるものとする。

の防i
止その他の保有個人情報の適切な管理のた1

めに必襄搬筐を講ずるものとする。

〔新規〕

5 （略）

6利用及び提供の制限

（1） （略）

（2） （略） ・

ア （略）
｜

イ裁判所が裁判事務又は司法行政事I

務の遂行に必要な限度で保有個人情I

報を内部で利用する場合であって､当｜
該保有個人情報を利用することにつ｜

いて担当な理由｡あるとき。

ウ国の機関､独立行政法人等(狸ｴ丘I

ＩＤ凸やＩｑ■■００９９．

凶 裁判所から個人情報の取 託し、の垂

一
一”冬夕

凸
．
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
Ｇ
。
◆
ｒ
Ｏ
ご
Ｂ
ご
り
あ ’

' 5
1－

'ﾕ|に定める措置を求を受けた者に し

｜ 必一迄Qと土至‘‐
’ 7 （略）
l－

I 8利用及び提供の制限
’一

| (') (略）
I （2） （略）
i ア （略）

｜ イ裁判所が裁判事務又は司法行政事
務の遂行に必要な限度で保有個人情

報を内部で利用する場合であって、当

該保有個人情報を利用することにつ

いて相当の理由があるとき。

1 ウ国の機関、独立行政法人等（個人情

報保護法第2条第9項に規定する独

立行政法人等をいう｡)、地方公共団体

又は地方独立行政法人(…塁護
法第2条第l_Q項に規定する地方独

－－－－

:
とにっ I

ニ
リ
■
ｑ
４
‐
Ｉ
１
ｑ
Ｇ
ｇ
甲
０
４
■
■
二
日
Ｊ
１
■
ｂ
ｈ

ｊ
ｐ
Ｇ
Ｇ
Ｆ
Ｂ
Ｄ
Ｘ
■
■
‐
＆
■
■
ｐ
ｅ
Ａ
ｇ
■
ｂ
Ｆ
ｄ
，
１
，
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
５
■
ｑ
Ｉ
■
■
ｂ
■
ｂ
■
凸
■
■
■
■
■
■
■
臼
■
５
。
ｊ
〃
肺
牡
■
■
■
■
〃
■
■
夕
？

３
－
淵

1方公共剛体又

3
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立行政法人をいう｡）に保有個人情報｜

を提供する場合において､保有個人情｜
報の提供を受ける者が、法令の定める｜

事務又は業務の遂行に必要な限度で｜
提供に係る個人情報を利用し、かつ、 ｜
当該個人情報を利用することについ’
て相当の理由があるとき。

エアか烏ウ非-て零lで堤汗嘉煤,今の妊か iエアからウまでに掲げる場合のほか、

ー画一一一 一七c一一＝ 一両一■ 『▼■七 9口 可一一一一一=一戸一一弓一宅子 '一一一■･‐一一一"■一・一マー■＝ ■一●一= 一ナ ｡－一

方独立行政法人（地友独立行政法人法

』要成L亘_籠塗建塗_l_ﾕｰ蔓_量Z_篭星灸！

第1項に規定する地方独立行政法人｜

をいう。）に保有個人情報を提供する ｜

場合において､保有個人情報の提供を！

受ける者が､法令の定める事務又は業｜

務の遂行に必要な限度で提供に係る｜
個人情報を利用し、かつ、当該個人情；

報を利用することについて相当な理｜
由のあるとき。

エアからウまでに掲げる場合のほか、 ｜

専ら統計の作成又は学術研究の目的i

のために保有個人情報を提供すると ｜
き、本人以外の者に提供することが明｜

らかに本人の利益になるときその他｜
保有個人情報を提供することについ’

て特別の理由のあるとき。

（3） （略）

7 保有個人情報の提供を受ける者に対すI

る措置の求め

6Q(茎迎_之x』主ｴにより保有個人情報を｜
提供する場合において、必要があると認めるi
ときは､保有個人情報の提供を受ける者に対｜

主旨駕琶誤鰯i曼砿期｜
限を付し、又はその漏えいの防止その他の個

人情報の適切な管理のために必要な措置を

講ずることを求めるものとする。

〔新規〕

’

０
１
Ⅱ
Ｐ
、
。

１
寸
凸
０

専ら統計の作成又は学術研究の目的

のために保有個人情報を提供すると

き、本人以外の者に提供することが明

らかに本人の利益になるとき、その他

保有個人情報を提供することについ

て特別の理由があるとき。

| (3) （略）
1 9保有個人情報の提供を受ける者に対す
’一

｜ る措置の求め

’

1 7 保有個人情報

|~薑篭鰹蛙
|雪欝灘獄
'し､提供に係る個ノ
i ,γ､日餉茎， 台,斗者I

利用目的のために又は8の(2)の ウ若しくI

一
，
一

一
封は一 |･はエにより、保有個人情報を提供する場合に

|墓いて､必要があると認めるときは､保有個
|人情報の提供を受ける者に対し､提供に係る
1個人情報について、その利用の目的若しくは

1方法の制限その他必要な制限を付し、又はそ

iの漏えいの防止その他の個人情報の適切な

i管理のために必要な措置を講ずることを求

|めるものとする。
’ 10外国にある第三者への提供の制限
'一

くは

はそ ！． ｜

ﾄ亭nか’

一

Ｆ

一

三
以

叫
拙

一

一

一

一

２
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一
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０
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０
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ｂ
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０

０

ｌ

ｆ

Ｆ

４

７

６

０

Ｌ

Ｊ

■

Ｆ

且

ｒ

ｐ

Ｂ

Ｏ

ｐ

Ｄ

■

Ｕ

ｒ

６

Ｊ

日

Ｉ

■

■

■

け

■

■

ｐ

ｐ

Ｐ

Ｂ

Ｄ

唾

Ｄ

Ｂ

Ｄ

■

Ｂ

ｐ

Ｄ

ｂ

６
Ｆ
８
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‐
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０
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０
ｐ
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０
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Ｂ
〃
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Ｆ
も
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Ｆ
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ｐ
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ｇ
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‐
０
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０
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９
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９
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丁印一一凸舎』一r 』杢一■一一 孟司｡L幸一

一一一℃や一一'一 ー －ウムーーー4F●一一一一F一一■一一Q一一一－－ー一一
L■ ＝p b－丘－ ー守一

一一

人i責認医謹迭篭Z_聖粂第入璽墜週堂丈

る体制室整値L工上ﾕ至煮E腿皇皇よ"_l皇測

思且飽以赴旦亘宣迦進拠呈提供_LL室揚

I

＜場合及び8の(2)の合には､法令に基づ
I

くほか､同条竈3項｛る場合を除エに掲げ

る必要な措置に相当する措置iに規産丈

を講ずるとともに､本人の求めに底L星豆I

当該必要な措勧三担当土曼笠塾塑土’
1

る情報を当該本人に提供するものど丈！
｜ 重ユー

! _L_L個人閨連憧謹璽提俊堂堂ける者{皇対i [蕊規〕
する措鎧の求め

i 篁二萱1三週人閨連i責認堂提送立亙易金i

l 土当該鑛三者が当該蝋人関連情報を個人’
’ 億翌と上甑侵立ることが鐘崖凱蝿｜
｜ 倉哩屋皇J_i皇型△工~必難亜ゑと認堕！
｜証言は､当該第三者に対し､提供に係皇｜
， 個人溌憧遡勤工聖土醐里蛆幽萱’
1 号言憲鯰蔚霞喜毒恵忘菫差燕嘉l
| 'g._茎亙その漏えい幽止垂f弛幽墜閨’
1 連j壹謹坦適塑塞萱豊Q迄堕i皇必豊な措置｜
｜ 童壷式亙皇と_塗丞塗_登土22土_立二曼旦一

|鶚驚鵲憧聲要鑿篭昊雲,"| 〔新規］
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６
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第3 （略）

第4開示

1 保有個人情報の開示

裁判所は､本人又はその法定代理人から｜

当該本人に関する保有個人情報の開示の｜
申出があった場合は､当該本人又はその法I

室f塑人』星対し当該保有個人情報を開宗｜
するものとする。ただし､次のいずれかに｜
該当するときは、この限りでない。

－－
一一町→－－－－凸 一己一 一 一 L ■凸一一一一一一一戸 一一一 一

置等を求めるものとする
士一一 －

第3 （略）

第4 開示

1 保有個人情報の開示

裁判所は、本人又はその侭理人く未成

年者若しくは成年被後見人の法定代理人

の委 による代理人をいう 以下又は本人 ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

同じご）から当該本人に関する保有個人情

報の開示の申出があった場合は、当該本人

又はその代理人に対し当該保有個人情報

を開示するものとする。ただし、次のいず

れかに該当するときは、この限りでない。

(1I(略）

（2） 開示の申出があった保有個人情報が、

個人情報保護法諦78条に規定する不

開示情報に相当するもの（裁判事務の性

質上、開示することにより、その適正な

遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

を含む。以下「不開示情報」 という｡）

であるとき。

2部分開示

(1) (略）

（2） 開示の申出があった保有個人情報に

'でない｡
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０
１
Ｉ
４
１
Ｆ

ｄ
ｈ
Ⅱ
１
４
１

：
情報が、 ｜
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事務の性

墓無
:いう ' l
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号の情報

あった保｜

の個人をI
． I

の情報と i
出があつ’

(1) (略）

開示の申出があった保有個人情報が、(2)

情報保護法饒 14条
■■－P由一

行政 謁個 に規｜

裁判，定する不開示情報に相当するもの（裁判

事務の性質上、開示することにより、そ

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれの

ある情報を含む。以下「不開示情報」と

いう｡）であるとき。

2部分開示

（1） （略）

（2） 開示の申出があった保有個人情
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〔機関個人情報保護法第14個人情報保護法第78条 第2
堪＝

号の情報に相当するもの（開示の申出が

あった保有個人情報の本人以外の特定
． ｜

の個人を識別することができるもの（他I

の情報と照合することにより、開示の申i

出があった保有個人情報の本人以外の｜

特定の個人を識別することができるこ｛

とどなるものを含む｡）に限る｡）が含ま’

れている場合において､同号の情報に相I

当するもののうち、氏名、生年月日その｜

他の開示の申出があった保有個人情報1

の本人以外の特定の個人を識別するこ’

とができることとなる記述等及び個人｜

識別符号の部分を除くことにより、開示I

しても、開示の申出があつだ保有個人情｜
報の本人以外の個人の権利利益が害さ ’

れるおそれがないと認められるときは、 ｜

当該部分を除いた部分は、同号の情報にi

相当するものには含まれないものとみ；
なして、 (1)に定めるところによる。

（略）

（略） 」

に相当するもの（開示の申出があった保

有個人情報の本人以外の特定の個人を

識別することができるもの（他の情報と

照合することにより、開示の申出があっ

た保有個人情報の本人以外の特定の個

人を識別することができることとなる

ものを含む｡）に限る｡）が含まれている

場合において、同号の情報に相当するも

ののうち、氏名、生年月日その他の開示

の申出があった保有個人情報の本人以

外の特定の個人を識別することができ

ることとなる記述等及び個人識別符号

の部分を除くことにより、開示しても、

開示の申出があった保有個人情報の本

人以外の個人の権利利益が害されるお

それがないと認められるときは、当該部

分を除いた部分は、同号の情報に相当す

るものには含まれないものとみなして、

(1)に定めるところによる。
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（略）
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5 開示の申出の手続等 1 5開示の申出の手続等

（1） （略） ｜ （1） （略）

（2） (1)の場合において、開示の申出をする| (2) (1)の場合において、開示の申出をする ｜

者に対しては､別に定めるところによ’ 者に対しては､別に定めるところによ’
り､開示を申し出る保有個人情報の本人｜ り､開示を申し出る保有個人情報の本人’
又はそのf型ﾑであることを示す書類｜ 又はその迭跳塾Lであることを示す｜
の提示又は提出を求める。 ｜ 書類の提示又は提出を求める。

｜ (3) (略）（3） （略）

6 開示の申出に対する対応 ’ 6 開示の申出に対する対応
,"開示の申出があった保有個人情報の| (') 開示の申出があった保有個人情報の｜
全部又は一部を開示する場合には､開示’ 全部又は一部を開示する場合には､開示｜

更鯛竜宮言艤瞬撰｜撫誌皀蝋照君繊
所及び方法とともに書面で通知する｡た’ 所及び方法とともに書面で通知する｡た｜
だし､個人情報保談法第62条第2号又｜ だし､行政機関個人情報保護法第4条第I

Ｉｄｄ４１ＩＩＩ０９Ｅｌ■。■９■０ーリリ６ＩｆｌＴ■■■■■■■日■■凸ｒ０■ｌ１ａ１０１ＵⅡ，１８■■■且凸亨■■凸▽ⅡＩ■■●りⅡ０１■■■■凸０１０８■■■■■■ＬＯ■■１■０１００ⅡⅡ１０Ⅱ凸００■日日凸９■ーム１Ｉｃ１ＩⅡＩ６０ｔ，ｉＨⅡ

号又
一

は第3号に相当する場合における当該｜ 旦量又は第3号に相当する場合におけ
t 利用目的については、 この限りでない ！ る当該利用目的については、この限りで

！ ない。

！ (2)～(4) （略） ； (2)～(4) （略）

’ 7 （略）’ 7 （略）

’ 8 （略）’ 8 （略）

|第5訂正 ｜第5訂正
' 1保有個人情報の訂正 1 1 保有個人情報の訂正

I ｡'個駕鰯篭無敵鯨.'痘駕鰯篭無敵鯨
｜ 本人又はそ岻理人から､当該保有個人｜ 本人又はその迭産f全塾Lから､当該保有
｜ 情報の内容が事実でないとして訂正の｜ 個人情報の内容が事実でないとして訂

申出があり､当該申出に理由があると認｜ 正の申出があり､当該申出に理由があると認めるときは､当該申出に係る保有個

簔勇鑪鯨灘麗鰯辮｜ 人情報の利用目的の達成に必要な範囲
I 当該申出に係る保有個人情報を訂正す； 内で、当該申出に係る保有個人情報を訂

るものとする。 I 正するものとする。

’ (2) （略） ！ （2） (略）

| ，訂正の申出の手続等 ， ，訂正の申出の手続等
I （1） （略) n (1) (略）
’ （2） (1)の場合において､訂正の申出をする□ （2） (1)の場合において､訂正の申出をする

’ 者に対しては、別に定めるところによ！ 者に対しては、別に定めるところによ

り、訂正を申し出る保有個人情報の本人’ り、訂正を申し出る保有個人情報の本人

i 又はその代理人であることを示す書婿 又はその法定代理人であることを示す
の提示又は提出を求める。 ’ 書類の提示又は提出を求める。

' 3 （略） , 3 （略）

| 4 （略） ’ 4 （略）

|第6 利用停止 ｜第6利用停止

| ’ 保有個人情報の利用の停止等 ｜ ’ 保有個人情報の利用の停止等
M(1)裁判所は､第4により開示された保有| (')裁判所は､第4により開示された保有
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個人情報について、当該保有個人情報の

本人又はその法定代理人から、次のいず

れかに該当することを理由に当該保有’

- ﾏ ･← 一己=－一一 一一一一一一－一一一一■ 一一一一一一一一→ー一一－い一一一

個人情報について、当該保有個人情報の

本人又はその武理人から、次のいずれか

に該当することを理由に当該保有個人

情報の利用の停止､消去又は提供の停止

（以下「利用停止」 という｡)の申出が

あり、当該申出に理由があると認めると

きは､当該裁判所における個人情報の適

正な取扱いを確保するのに必要な限度

で、当該申出に係る保有個人情報(以下

(1)において「保有個人情報」 という｡）

について､次に定める措置を執るものと

する。ただし、保有個人情報の利用停止

により、保有個人情報の利用目的に係る

事務の性質上、当該事務の適正な遂行に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認

められるときはく この限りでない。

I

’
’

個人情報の利用の停止､消去又は提供の｜

關号塁撫塁皐胤嘉:｜
るときは、当該裁判所における個人情報i

の適正な取扱いを確保するのに必要な1
限度で、当該申出に係る保有個人情報’

（以下(1)において「保有個人情報」といi

う｡）について§次に定める措置を執る｜

ものとする。ただし､保有個人情報の利1

用停止により､保有個人情報の利用目的i

に係る事務の性質上､当該事務の適正な｜
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０
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９
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８
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０
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２
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０
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０
ｒ
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ｆ
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０
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も
ｆ
６
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６
９
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Ｂ
１
Ｄ
ｌ
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ｆ
ｉ
Ｕ
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Ｕ
Ⅱ
ｌ
Ｉ
Ｕ
０

Ｄ
Ｉ
ｊ
１
９
８
Ｅ
ｏ
■
Ｕ
８
Ｂ
８
０
１
■
１
０
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０
■
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”
Ｉ
９
０
ｌ
ｒ
０
１
Ｊ
１
０
８
■
■
■
Ｐ
Ｕ
１
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日
日
日
日
１
０
Ⅱ
１
１
日
日
日
■
？
■
９
ｊ
８
Ｊ
０
１

！

１
９

い。

ア 当該保有個人情報が適法に取得さア第2の1の(2)に違反して保有されI

れたものでないとき、第2の1の(2)に

違反して保有されているとき、又は同

6のu』及び(2)に違反して利用されて

いるとき 当該保有個人情報の利用

の停止又は消去

ているとき 重反して恥

れているとき，,同4に違反して取得さ

れたものであるとき､又は同8の趾)及

び(2)に違反して利用されているとき

当該保有個人情報の利用の停止又は

消去

イ第2の8の#1)及び(2)又は同10の

１
１

１

イ艶2の6の(1)及び凶に違反して提

供されているとき 当該保有個人情

報の提供の停止

(2) （略)

利用停止の申出の手続等

(1) （略）

(2) (1)の場合において、利用停止の申出を

する者に対しては、別に定めるところに

より、利用停止を申し出る保有個人情報

の本人又はその法定代理人であること

を示す書類の提示又は提出を求める。
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８
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●
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。
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ｐ
０
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uに違反して提供されているとき

当該保有個人情報の提供の停止

(2) （略）

利用停止の申出の手続等

(1） （略）

(2) (1)の場合において､利用停止の申出を

する者に対しては､別に定めるところに

より、利用停止を申し出る保有個人情報

の本人又はその代理人であることを示

す書類の提示又は提出を求める。す書類の提示又は提出を求める。
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９
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Ｇ
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０
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９
０
■
１
‐
ｄ
■
■
■
■
■
、
■
■
Ｕ
■
Ｕ
■
■
■
■
ｑ

巳
■
■
７
１
９
４
０
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０
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且
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ｑ
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■
■
Ｇ
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（略） 1 3

1第7 （略）

8 （略） ’第

’第9 特定個人情報

（略） ’ 1

特定個人情報に関する特例 ：

｜

めは適用しないものとし、その他の定めのi
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９
口
▲
■
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ｒ
ｌ
Ｌ
ｒ
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Ｐ
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４
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Ｑ
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Ⅱ
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０
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９
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Ｂ
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Ｔ
Ｆ
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ｑ
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〃
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（略）

7 （略）

8 （略）

9特定個人情報

（略）

特定個人情報に関する特例

裁判所が司法行政事務に関して保有し、

又は保有しようとする特定個人情報に関

しては､夢2の6の(2)のぎfからエまでの定

めは適用しないものとし､その他の定めの

３
第
第
第
１
２
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Ⅱ
０
１
．
‘

１
６
Ⅱ
１
９
■
０
１
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
，
１
〃
ｌ
Ｂ
ｒ
７
１
■
、
■
Ⅱ
０
８
Ⅱ
Ⅱ
■
Ｄ
１
ｒ
Ｖ
ｌ
０
Ｐ
１
・
８
．
１
‐
各
０
■
■
■
ｚ
９
ｇ
■
Ⅱ
。
Ｉ
ｒ
Ｈ
９
Ｄ
Ｉ
Ｉ
６
９
ｒ
０
０
４
０
Ⅱ
１
９
日
０
７

．
■
■
Ｉ
■
ｑ
ｊ
４
ｔ
ｇ
■
■
日
日
・

唾
』
雌

ｑ

一

・

。

。

』・

ｐ
‐

１

ｆ‐り

■

、４．４４■■

４１分

Ｉ
ｑ
０
寺
‐
Ｉ
ｏ
ｌ
Ｂ
Ｉ
Ｌ
ｂ
，
‐
ｌ

▲

一
征雲
幽

Ｉ

ｑ

０

寺

‐

Ｉ

ｏ

１

７

Ｂ

Ｉ

Ｌ

ｂ

，

Ｐ

ｌ

も

４
１
↓
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｊ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｆ
凸

’
９
０
Ⅱ
０
９
９
４

■
。
’
ロ

凸
品
で
０

1

●
Ｔ
、

４
Ｑ
０
ｄ
■
同
草
４
Ｐ
Ｉ
ｑ
も
一
■
■
ｖ

１
‐
ｑ
１
ｂ
ｒ
タ
グ
』
Ｐ
ｂ
Ｕ
Ｑ
Ｂ
■
■
■
＆
■
■
■
Ｄ
Ｂ
■
■
Ｌ
■
０
ｒ
‐
１
，
■
日
、
■
■
■
ｂ
■
■
ろ
■
■
■
Ｊ
ｑ
２
８
■
ｑ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
９
、
１
０
口
９
６
■
■
■
■
日
■
９
。
？
ｊ
Ｆ
Ｉ
ｄ
夕
ｐ
９
ｅ
ｒ
０
も
り
１
０
６
。
ｄ

も
。
■
員
Ｕ
、
“
‐
Ｈ
Ｐ
伯
‐
凸
ｊ

“
‐
，

“
・
‐
‐
，

‐

‐，

！
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
‐
も
‐
」
Ｉ
Ｄ
Ｉ
！
‐
Ｉ
‐
↑
Ｉ
！
‐
●
１
１
ｉ
’
１
，
‐
‐
‐
’
一
『
！
‐
１
１
．
，
‐
１
１
１
．
‐
！
‐
１
１
Ⅱ
０
１
！
’
，
Ｉ
！
‐
●
ｉ
Ｉ
Ｉ
２
Ｉ
●
Ｉ
咽
Ｉ
Ｊ
ｌ
－
■
Ｉ
’
３
．
０
．
口
！
↑
・
ロ
ー
”
…
り
Ｉ
‘
’
１
，
’
ｉ
‐
，
●
ｉ
‘
？
，
‐

も
‐
！

一
》
唾

》
郵
墾
鋤
控
》
蝋

ｒ
ｒ
、
▽
〃
１
０
口
■
ワ
‐
ｏ
１
ｂ
Ｊ
■
・
Ｐ
・
か

Ｌ
“
ロ
ロ
Ｉ
■
■
１
凸
■
■
■
Ｐ
，
ｆ
４
Ｉ
Ｉ
０
ｆ
ｉ
７
０
Ｄ
Ｉ
０
Ｉ
０
‐
４
４
Ｉ
ｑ
Ｉ
０
４
９
８
８
９
ｏ
Ｉ
８
ｊ
■
９
１
８
■
■
■
ｑ
ｇ
０
ｎ
■
９
■
？
１
１
口
■
▽
“
■
“
５
０
９
１
０
■
８
９
９
？
Ｉ
Ｇ
ｑ
ｌ
Ｉ
ｊ
ｌ
◇
９
８
Ⅱ
ｌ
Ｉ
ｆ
ｌ
ｆ
Ｇ
Ｐ
Ｂ
Ⅱ
，
ｉ
■
け
り
句

‐

０

１

‐

１

，

１

Ｆ

ず

あ

・

Ｉ

１

５

ｑ

０

，

０

↑‐ぐ

一
雌
一
朧
一
仏

７
分

ｆ

Ｏ
ｅ
ｂ
Ｊ
Ｌ
グ
リ
Ｉ

０

↓▲

ｂ
ｑ
Ｋ
■
８
４
４
．
■
■
■
Ｕ
■
▽
Ｊ
０
ｐ
Ｄ
ｂ
Ｑ
■
■
■
ｑ
Ｕ
Ｐ
０
１
９
凸
二
■
■
９
０
画
Ｄ
Ｂ
日
冒
■
■
■
■
■
■
■
Ｕ
篁
一
鵬
卿
職
●
卿
’
瞳
’
卿
働
値
●
綴
‐
●
卿
‐
’
嶋
臓
‐
‐

１
■
Ｈ
Ｐ

今
■
■
８
口
Ⅱ
■
『
６
Ｊ
‐
い
ｐ
Ｌ
■
巳
Ⅱ
８
．

６
０
Ｆ
０
１
ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
７
ｌ
ｌ
Ｉ
０
？
，
↓

ｂ
Ｉ
ｂ
ｆ
０
ｌ
０
４
１
Ｙ
１
Ｉ
ｂ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
サ
ｈ
１
Ｋ
０
４
Ｐ
８
ｒ
１
ｌ
１
Ｉ
ｌ
９
‐
４
７
凸
１
０
６
１
０
１
Ⅱ
１
０
１
８
９
２
ｑ
Ⅱ
０
０
Ｆ
ｔ
Ｉ
ｌ
ｊ
１
ｌ
１
１
０
ひ
１
１
０
Ｂ
Ｂ
Ｏ
塵
ｌ
０
０
Ｉ
Ｉ
７
ｌ
０
０
８
ｆ
１
０
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
ｊ
ｔ
０
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｊ
１
０
ｌ
８

叩
一
池
幽
遡
昨

，
，
‐
，
↑
’
－
１
‘
、
．
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
’
１
‐
！
！
’
●
．
Ｉ
，
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｉ
●
’
１
１
．
１
‘
’
，
’
１
１
’
・
Ｄ
Ｉ
Ｉ
！
‘
’
，
１
０
●
’
１
１
，
，
１
１
１
１
１
ｉ
’
１
１
’
０
１
，
ｉ
ｌ
Ｉ
０
’
１
’
‐
１
１
●
１
１
０
‐
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｉ
ｉ
Ｉ
‐
１
１
１
１
１
’
１
，
１
１
，
１
’
１
１
‘
，
，
‐
１
，
，
１
１

第60

の似1

又は'可8

の(1)及乙

2)に違辰

剛
一
剛
諏
棚

又
グの疋めに

より読み

替えて遥

田奇一ス飴

＆
』
Ｒ
且
■
Ｂ
、
“
■
巳
も

ロ
■
２
１
．
轡
■
ど
Ｅ
■
Ｕ
Ｂ
ｒ
Ｂ
囚
■
Ｄ
９
Ｂ
Ｄ
Ｂ
Ｋ
Ｂ
Ｂ
Ｐ
Ｆ
凸
■
■
ｇ
Ｇ
ｇ
８
Ｂ
Ｐ
ｊ
■
９
４
０
■
Ｂ
■
一
■
■
ｒ
■
■
ｇ
■
■
ｐ
〃
＆
■
Ⅳ
部
■

|より読み

i替えて適

|用する篭

ゞ 2の6の

てい

き

０
１
０
６
６
０
Ｂ
８
Ｕ
ｑ
６
■
ｌ
ｇ
０
■
ｑ
ｄ
０
６
６
ｑ
ｑ
・
甲
４

，
Ｊ
■
、
■
Ｔ
■
■
Ｕ
も
計
■
１
■
ｊ
４
１
９
ｂ
■
■
■
ａ
■
■
己
■
■
■
■
で
心
‐
Ｉ
ｆ

卜
“
Ｑ
Ｆ
ｆ

０
１
０
０
▲
■
，
凸
、
■
巳
，
９
Ｐ
・
１
ｈ
Ｄ
ｒ
Ｕ
‐
ｐ
ｆ
■
Ｕ
■
《
Ｕ
Ｂ
７
ｊ
Ｑ
■
■
■
■
ｒ
ｐ
Ｌ
Ｆ
Ｕ
▲
Ｏ
Ｂ
，
ｊ
０
■
Ⅱ
９
４
１
■
■
■
巴
Ⅱ

の80

亨山及び(2)

； （アに係

:る部分に

I限る｡）の

i定めに違

i反して利

i用されて

iいるとき、

i番号法第

1 20条の

;規定に違

反して収

集され、若

ｊ
■
■
１
０
０
■
■
■
●
８
■
■
■
■
Ｉ
■
■
■
■
Ｉ
６
Ｔ
９
０
Ｂ
Ｕ
０
１
６
Ｉ
■
■
Ｉ
Ｒ
０
０
Ｉ
ｌ
Ｔ
１
ｒ
ｌ
ｇ
ｌ
■
Ｄ
■
８
口
狸
７
１
１
１
口
Ｉ
■
１
１
■
■
ｊ
９
４
口
■
”
西
Ｂ
ｒ
乃
Ｈ
９
ｌ
Ｂ
Ｔ
ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
Ｌ
■
４
口
７
９
．
Ｑ
品
●
■
■
■

・
Ｐ
ｒ
Ｑ
ａ
ざ
９
ｊ
ヴ
‐
ｐ
ｄ
０
８
■
■
■
■
■
１
８
■
■
■
Ｖ
由
り
●
ｂ
Ｉ
Ｉ

虎
Ｕ
全
星

▽
４
■
■
可
ｊ
■
■
■
■
■
日
■
可
■
別
■
日
■
■
月
ｆ
４
″
、
１
・
■
ｑ
ｑ
ａ
ｄ
ｑ
Ｕ
Ｐ
Ｔ
ｑ
ｄ
ｄ
■
画
■
■
ｑ
Ｊ
１
■
ｑ
ａ
■
、
△
口
■
処
■
■
■
ｇ
■
■
■
岳
■
■
■
。
１
口
■
凸
■
■
『
ｆ
ｑ
Ｕ
Ｔ
似
Ｊ
ｐ
￥
あ
Ｂ
Ｇ
■
』
■
？
ｌ
Ｄ
Ｅ
６
ｆ
ｃ
２
Ｕ
矛
■
ワ
ザ
虫
同
■
ロ
ロ
■
■
■
■
ｐ
ロ
ム
ｋ
守
廿
■
■
■
Ｂ
■
■
巳
■
■
９

１
１
山

0条0

現
反
崖

－一 一0一一一－－－
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配布資料2
－－－一一一一一－ －－－ ﾜ ヂー

一マー

ト ｜
： ’
’
1 『

｜ ’

’
・
Ｏ
Ｉ
Ｉ
、
‐
１
ゞ
Ｉ
も
‐
‐
１
・
Ｊ
ｒ

‐
１

１
Ⅱ
Ⅱ
８
１
△
８
１
．
８
０
・
ｇ
１
ｉ
０
ｌ
ｉ
◇
卜
‐

ｊ
ｌ
Ｉ

ｊ
‐
咄
〃
ｑ
‐
Ｄ
１
１
ｈ
ｌ
必
日
・

１
〉

↓

４

．

‐

０
‐
可
■
・
Ｉ
Ｆ
‐
Ｄ
Ｏ
Ｉ
‐
１
，
Ｋ
。
．
Ｏ
ｒ

も

・
ロ
ー
■
■
■
、
Ｉ
０
，
■

Ｉ

ｌ
ｌ

ｌ
Ｉ

しくは保

|管されて
しくは保

管されて

いるとき、

又は番号

Ｉ
‐
Ⅱ
日
Ⅱ
８
■
１
０
Ⅱ
Ⅱ
，
台
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
人
Ⅱ
Ｉ
↓
１
１
１
４
Ｊ

・
Ｕ
Ｐ
ｌ
ｑ
‐
１
１

０
‐
Ｏ
Ｔ
ｆ
６
ｒ

ａ
８
０
■
日
０
。
■
Ⅱ
日
日
■
■
’
１
８
Ｊ
日

l
I

l

1

1

Ｉ

Ⅱ

Ｉ

ｉ

■

０

↓
‐
１
１
１
‐
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
１
↓
■
■
■
■
■
ｑ
１
１
日
９
０
■
■
■
■
■
９
１
１
１
１
１
１
１
■
０
０
１
１
５
８
１
■
■
Ｉ
９
ｌ
Ｉ
１
６
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

Ｉ
ｂ
■
■
■
■
■
■
■
１
ｌ
ｒ
０
■
凸
■
Ｉ
ｉ
１
Ⅱ
１
日

|いるとき，

|又は番号
1

1法第29
’

法第28
凸
Ⅱ
８
１
．
１
．
１
‐
，
ｌ
、
‐
４
４
，
‐
０
，

ａ

ｌ

Ｑ

・

Ｌ

‐

。
■
■
■
■
■
画
■
■
０
，
・
■
．
‐
ｌ
ｌ
ｑ

●
０
１
■
‘
・
Ｉ
‐
Ｉ

４
０
．
１

－

’
４
・
’
１
・

‐

ｂ

も

ｌ

・
口
‐
４
も
り
１

・
■
‐
Ｕ
１
ｐ
ｌ

‐１日

１

４０。‐

凸■■ＤＪ、

‐●■．

ｂ
４
０

・凸■■■

１
１
１
口
‐

ｉ
Ｌ
１
ｏ
１
６
ｒ
■
。
。
ｑ
９
８
日
ｆ

，
、
１
口
＆
ｒ

ｌ
ｆ
！
。
●
■
Ⅱ
■
■
●
Ｊ
“
Ｉ
Ｔ
Ｉ
０
Ｑ
０
Ｕ
ｇ
‐
４
●
１
，
ｐ
‐
１
１
１
１
卜
１
０
２
■
Ｆ
Ｄ
且
ｒ
４
別
ｌ
Ｆ
ｑ
ｒ
ｆ
０
８
Ⅱ
！
■
ｑ
■
０
■
Ｕ
Ⅱ
■
１
０
８
．
口
８
６
日
ｐ
■
Ｄ
９
Ｉ
ｌ
Ｊ
６
Ｉ
ｆ
６
１
ｒ
Ｉ
７
１
１
Ｊ
■
１
，
△
１
Ｖ
６
１
１
Ｊ
■
Ｌ

垂の規定 1条の規定

|に違反し

て作成さ

れた特定

個人情報

ファイル

（番号法

■
■
■
〃
凸
■
９
且
』
■
″
Ｅ
Ｐ
ｆ
ｆ
Ｉ
０
▲
Ｔ
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｄ
０
０
Ｉ
ｊ
見
口
‐
１

凸
■
ろ
■
Ｆ
ｄ
Ｊ
■
▼
▲
巳
９
句
■
▽
け
凸
９
β
■
ロ
グ
Ｄ
Ｅ
■
■
■
■
ｒ
凸
■
Ｐ
Ｏ
Ｆ
●
且
一
■
■
■
ｄ
９
．
凸
■
凸
〃
■
■
■
■
■
９
ｈ
Ｄ
ｂ
畠
■
■
■
８
Ｂ
ｑ
ｐ
Ｊ
■
■
り
り

{に違反し

て作成さ

;れた特定
J

j

1個人情報

|ファイル

ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｄ
４
ｐ
■
■
Ｕ
０
Ｂ
０
Ｄ
１

ト
ー
６
ｌ
ｂ
甲
１
．
６

１
Ｌ
１
ｆ
９
ｑ
Ｉ

■
。
“
画
Ｄ
Ｒ
Ｆ
１

も
吟
９
４
９
０
’
β
ｉ
９
日
■
Ｕ
ザ
■

Ａ
９
Ｂ
Ｆ
ｒ
ｉ
ｐ
９
ｐ
Ｔ
リ

も
■
■
ｒ
６
ｂ
ｈ
１

“
４
Ｌ
■
■
Ｂ
１
才
当
日
Ｉ
Ｆ
１
ｌ
９
‐
け
Ｉ
‐
．
■
日
日
■

■

Ｃ
９
Ｇ
ｑ
■
凸
。
４
ヶ
。
．
ｌ
１
Ｄ
ｑ
０
ｒ
ｆ
Ｐ
Ｌ
巳
■
！
ｒ
Ｊ
Ｂ
り
ｂ
，
■
■
■
■
■
Ｉ
■
ｌ
ｌ
ｒ
Ｄ
７
Ｌ
Ｂ
ｒ
９

I

’
■
■
■
■
■
多
Ｂ
■

‐
Ｉ
Ｊ
Ｏ
皇
■
０
‐
－
０
．

。

。

６
■
■
Ⅱ
１
Ｆ
６
，
６
‐
早
‐
‐
ｑ
ｉ
ｏ
Ｐ
ｌ
ｌ
０
８
８
ｒ
０
ｌ
ｏ
ｂ
■
■
■
Ｆ
Ｄ
電
‐
１
９
ト
ー
Ｐ
？
■
■
１
１
１
■
Ｉ
０
０
ｌ
０
４
ｌ
ｌ
り
り
■
９
１
ｉ
，
、
ｌ
Ｉ
ｊ
０
１
０
■
０
Ⅱ
１
“
０
ｆ
■
■
■
，
◆
Ｉ
４
Ｉ
ｌ
０
１
１
Ｉ
■
■
０
１
▲
■
■
■
■
Ｕ
■
１
９
０
１
■
■
Ｉ
■
１
■
０
８
■
■
８
口
Ⅱ
７
１
１
凸
Ｂ
ｇ
■
■
■
●

(番号法
即

４

町

ｌ
ｆ
』
ｒ
・
伯
■
〃
Ｉ
Ｄ
Ｉ
凸
包
■
″
Ｄ
Ｈ
、
１
■
８
０
Ｆ
、
。
■
ｖ
ｆ
４

１
７
■
■
ｑ
８
１
Ｄ
ｐ
■
■
。
■
■
■
■
■
■
ｒ
４
０
凸
■
■
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
ｇ
■
ｐ
０
４
■
已
呂
Ｂ
７
Ｐ
Ｆ
８
８
△
も

’
二
■
ｇ
ｑ
ｂ
Ｂ
■
Ｇ
Ｄ
Ｂ
■
■
Ｈ
ｇ
■
０
０
■
■
■
■
Ｄ
Ｂ
Ｕ
Ｄ
ｄ
Ｕ
０
ｇ
１
６
■
■
ｑ
■
Ｂ
ｑ
Ｊ
Ｂ
■
■
９
巳
■
９

１
１
０

口
■
■
２
■
■
■
刀
■
■
■
■
回
り
Ｌ
ｇ
ｒ

旧
ａ
＆
■
■
■
■
Ｑ
ｐ
２
０
Ｔ
■
●
■
●
０
‐
０
４
０
●
口
Ⅱ
■
Ⅱ
■
■
■
■
ｇ
■
■
■
■
０

第
９
定
定
報
ル
う
録
い
一

！
：
１
．
１
１
：
‐
‐
１
１
’
－

１

ゅ

！

‐
Ⅷ
．
ｉ
１
１
１
‐
ｉ
・
１
１
…
，

，
！
‐
１
１
‐
，
！
‐
１
１
Ｉ
！
！
！
！
．
：
‐
一
’一一

１

６

６

０

号
ｐ
Ｄ
５
８
Ｄ

ｒ
ｒ
ｒ
。

６

１
Ｉ
Ｂ
ｂ
Ｕ
０
も
■
、
■
■
■
■
Ｂ
Ｕ
Ｕ
“
ｉ
Ｌ
０
ｈ
凸
口
■
■
ｏ
ｒ
Ｐ
Ｄ
ｆ
ｇ
■
■
Ｄ
Ｂ
■
１
昼
■
＆
■
■
Ｉ
Ｆ
甲
，
ト
ー
ｒ
▲
Ｐ
＆
■
■
〃
▲
■
■
■
■
ｌ
■
二
■
■
■
■
ｌ
Ｐ
ｋ
Ｕ
■
■
■
″
・
も
■
，
。
〃
Ｉ
ｙ
ｊ
■
ｒ
ｇ
■
ｆ
凸
■
１
ｄ
Ｂ
０
９
■
！
～
■
■
■
■
■
■
■

!
第 』

Ｄ

Ｆ

Ｂ

■

■

Ｑ

４

Ｑ

Ａ

伊

“

β

Ｉ

Ｈ

Ｑ

Ｂ

■

■

且

■

Ｆ

■

■

Ⅱ

■

Ⅱ

Ｕ

■

■

望

Ⅱ

■

■

１

６

■

ｂ

ｂ

Ⅱ

Ⅱ

■

■

Ｆ

，

０

日

2条第 1
1 9項に規 ｜
i定する特 ｜

|定個人情 ’
1報ファイ i
l ノレをい I

i う。）に記｜

↓録されて ｜
|いるとき ｜
L－－－－－－－－－－一計

;番号法第 ’

’ 19条の ｜

|規定

i第2条第

' 9項に規

|定する特

｜
ﾄｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

|第6の工

|の(1)のイ

|定個人情１
１

ｉ
Ｉ

０
■
口
■
■
■
Ｅ
″
Ｄ
Ｄ
Ｂ
ワ
、
■
■
Ｂ
Ｕ
ｂ
Ｄ
Ｏ
■
巳
■
Ｂ
Ｂ
■
■
ｂ

Ｏ
ｐ
Ｂ

第2の6韻60 翠
塞
〆

のど
■■■■■■■■■■

冊71

第
１
２

ｔ
Ｆ
■
Ⅱ
■
、
０
０
〃
Ｊ
■
■
Ｕ
ｌ
Ｄ
８
ｒ
Ｇ
Ｏ
Ｕ
ｂ
ｌ
■
■
■
■
ロ
ワ
ム
■
●
Ｊ
■
Ⅱ
■
■
一
Ｄ
９
ｐ
６
４
０
Ｄ
■
Ｐ
ｌ
ｆ
Ｔ
■
；
△
■
ｆ
Ｂ
Ｄ
Ｕ
ｂ
Ｐ
Ｉ
且
■
■
Ｅ
０
－
Ｕ
Ｂ
Ｄ
△
、
口
■
凸
■
■
■
■
■
■
且
■
‐
０
．
．
凸
■
■
■
■
ｇ
０
８
ｄ
０
■
■
８
日
■
ｑ
■
１
ｔ
■
Ｉ
ｐ
Ｏ
ｉ
ｌ
０
Ｈ
■
■
■
Ｕ
Ｃ
Ｊ
■
巳
仔
■
■
Ｈ
Ｄ

Q山及び

(2)
－－－

9条‘

１
も

|ﾕｰQ堕些
10適用除外等

刑事事件等に関する情報の適用除外

第4から第8までの開示、訂正､利用停

適用除外等

事件等に関する情報の適用除外

から第8までの開示、訂正、利用停

第
１
２
１
－
２
｜

凸

日

日

ｐ

ｐ

ｑ

１

ｌ

唾

０

‐

６

Ｇ
Ｅ
■
ｒ
Ｂ
■
■
■
ｑ
Ｐ
ト
ｂ
０
Ｄ
Ｅ
■
？
‐
ｊ
‐
０
‐
４
今
ｄ
０
■
１
Ｆ
Ｌ
■
■
■
■
ｑ
①
ｑ
■
■
■
一
■
Ⅱ
。
●
日
■
ぬ
■
■
■
。

’
‐
０
■
■
■
８
口
Ｂ
ｑ
Ｄ
ご
▲
■
■
Ｌ

』
ロ
■
■
■
■
■
▽
●
八
－
８
０
７
１
４
０
９
〃
Ｉ
４
４
Ｐ
ｉ
ａ
■
画
■
■
Ｕ
■
■
Ⅱ
一
■
日
■
■
Ｆ
■
８
９
■

垂
一
一

一

10

刑事事1

第4か

止等は､l

に規定す

は、適用

止等は、 行政機関値 報保課 第45条国人情報保護法第122条第1項

第1項に規定する情報に相当する

ついては、適用しないものとする。

2 （略）

ものに；
3

9

才

j

b

も

■

j
■

I

r

D

l

I
I
I

｜
｜
ト

ド

’

る情報に相当するものについて

しないものとする。

(略）

付記

令和4年4月5日から実施この改正は

▲

■

■

■

■

■

１

口

■

■

且

■

■

，

１

９

７

９

廿

甲

ｄ

Ｔ

８

ｑ

■

■

■

Ｆ

０

１

二

日

■

Ⅱ

Ｕ

Ｕ

ａ

Ⅱ

ｇ

８

４

８

Ｕ

Ｂ

■

■

■

日

日

■

も

汀

。

■

■

Ｆ

Ｄ

■

■

■

Ⅱ

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｉ

Ｌ

Ｂ

Ｉ

０

ｊ

■

Ｂ

凸

■

■

Ｕ

■

Ｏ

Ｂ

■

■

■

、

１

口

８

８

，

４

０

口

■

■

９

７

ｏ

ｒ

ｂ

■

■

も

０

口

０

０

９

１

〃

■

青報の取扱 以下旧取扱要

一
４
２
日
■
０
‐
１
０
一一一

－ 一
－口で一L々一~～草ハーーーー●一一一－一

12



配布資料2
‐－． ． －'､一. －－－－一一－-------~－．－－~…‐一・一一－一一一一一一句

報の開示､美訂正及び利用停止については1－；
なお従前の例による‐

3 この改正の実施日前に裁判所に対しさ；

型迄杢型個人j宣塑里里拠ﾕ』三盟重二重_園｜
意がある場合において､その同意がこの改I

４Ｉｆ■４．，ｆ■も０■■■■ｌ９ｌ１ＩＦｅ９Ｌｌ０Ｉ９■■■ｒーワ日ロ日△１７９■己，酢ｔ。句、。１ｆ

０
１
４
可
‐
‐
０
１
■
ｐ
・
面
■
■
■
■
Ⅱ
９
０
９
と
■
Ｕ
Ｉ
Ｂ
Ｕ
９
８
。
■
Ｂ
Ｂ
Ｕ
４
■
■
１
回
■
７
０
日
■
■
■
Ｆ
，
ｌ
Ⅱ
■
■
■
■
９
９
４
口
■
日
日
■
■
６
０
８
■
Ｉ
■
■
０
■

1
t

I

三

一
三
一
る

肋
一
Ⅸ
一一

１月７一

一

に
一正
旦

F
l
l

I

I
h

l
l
l

l
I

I

l
I

1

1

1
1

1
1

I
j

r

J

雨
■
９
４
勺
『
４
２
９
●
９
ｈ
．
■
■
Ｂ
Ｂ
ｏ
仏

おいて同I1)の同意があったものとみなす

0の(2)の定めは新取扱要綱記第2の14
－

この改正の実施日以後に同(1)の定めによ

食lg2L工適量丈り本人の同意を得る

壷ユニ

裁亟逮襄

1

1且
i
I

I

i
i
l

定めは第2のlOの側の綱記

の窯胴旧
■
Ｐ
■
５
０
Ⅱ
０
０
匹
１
９
，
■
Ｂ
Ｆ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ト
ー
Ｂ
ｆ
ｐ
ｐ
ｂ
Ｌ
Ｉ
ｌ
，
ｈ
ｌ
Ｉ
■
■
■
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ⅱ
１
６
６
，
Ｂ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
６
ｒ
ｏ

志半 Z）戯

青報を同(3)に定める外国にある第三宅

1三暹陛_L迄揚食塵jak,て適用丈互皇_‐
１
１
幽
一

一一

「

13



事務総局会議資料津3
（3月ユ9日開削

｜

’
’

(令和43． 29民三印）

配布資料目録

1 共有に関する非訟事件及び土地等の管理に関する非訟事件に関する手続規則

案

同制定理由

同新旧対照条文

２
３



配布資料2

あ
る
。
こ
れ
が
へ
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

十
二
条
の
規
定
を
除
く
ｂ
）
か
ら
第
五
節
ま
で
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
の
必
要
が

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
民
法
第
一
一
編
第
三
章
第
三
節
（
同
法
第
二
百
六

理
由’

’

｜
’

’

16



配布資料3｜
｜

’

Ｄ
８
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
△
ｌ
３
１
１
１
１
１
６
０
ｂ
９
ｊ
Ｂ
８
■
ｇ
ｑ
。
６
｝
●
■
も
ｄ
ｌ
ｌ
ｑ
口
？
Ⅱ
り
０
１
０
日
０
１
０

ｐ
Ｂ
Ｂ
Ｅ
ｆ
Ｔ
Ｕ
Ｄ
ｑ
、
〃
ｊ
Ｇ
２
Ｃ
■
ｄ
Ｐ
ｐ
・
■
曲
■
、
■
８
毎
■
■
Ｆ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
■
Ｂ
Ⅱ
Ｉ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｈ
Ｉ
Ⅱ
８

附
則
第
二
項
関
係
Ｉ
会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
（
平
成
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）

（
削
る
）

共
有
に
関
す
る
非
訟
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
事
件
に
関
す
る
手
続
規
則
新
旧
対
照
条
文

Ｇ
Ｉ
１
０
，
，
８
１
１
ｆ
ｌ
ｆ
８
ｌ
；
ｔ
Ｊ
Ｉ
７
２
Ｉ
Ｉ
：
１
０
１
１
１

６
０
８
３
４
Ｉ
Ｂ
８
０
ｊ
８
Ｉ
９
Ｔ
０
４
ｔ
Ｉ
１
ｊ
Ｉ
１
１
２
０
１
１
Ｉ

新

１
１

Ｉ
Ｉ

’
一■~－

;ョ
１
１
１

ょ
、
限
、
表
題
部
所
有
者
不
明
士
地
登
記
及
び
管
梱

の
適
正
化
に
関

の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
つ
い
て
準
詞
用
す
る
。

岸
免
距

す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
五
号
）

一
章
規
定
は
、
そ
の
性
質
に

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

３
…

旧
ｙ
〃
ｚ
●
■
ｖ
Ｂ
ｅ
ｂ
Ｈ
５
〃
ｇ
Ｒ
Ｆ
Ｕ
８
０
ｆ
６
ｆ
Ｂ
曲
Ⅱ
ｒ
ｒ
０
０
５
０
０
Ｒ
Ｆ
８
ｐ
Ｂ
巳
Ｉ
Ｄ
苫
８
．
０
Ｉ
Ｉ
Ｂ
〃
Ｂ
８
０
６
Ｈ
８
”
Ｄ
Ｉ
５
６
０
２
８
０
Ｄ
■
Ⅱ
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
■
１
日
Ⅱ
０
４
■
Ｆ
０
０
Ｉ
Ⅱ
０
０
９
Ｔ
■
１
．
２
０
０
面
８
７
０
０
８
Ｊ
６
０
ｇ
９
ｆ
ｚ
Ｈ
ｑ
Ｎ
８
ｆ
８
ウ
４
１

”
轡
ユ
圭
証
戸
及
び
）
詰
官
鰹

1

1

1 の
適
正
化

ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

17



｜
剖
刹
叫
制
劃
固
淘
刷

ー一±一でり･ 一FF一一一
ｰぬ，一一一一一一

一々一一…,今’ ーー －－

21
議
調
『

可
１
，
錨
詞
鄙
岬
司
計
争
封
討
荊
ｌ
Ｉ
司
酎
両

同
号

掴
‐
掴
倒
叫
劉
『
ど
お
識
伽
観
ｉ
コ
側
貫
画

「
同
項
に

定
樫
団
祭
司
踊
属
過
柵
職
の
劃
記
詞
冥
謡
到
書
割
Ｉ
＆
Ｉ
ｖ
Ｉ
同
梨
釧
調

一’

…
ｉ
ｉ

地
雷
割
司

読
み
替
え
る
も
の
と
す
．
る
。

．
固
‐
詞
中

俄
刻
難
識
類
滅
『
提
酬
釧
剖
創
恕
ｉ
ｎ
剛
勇
馴
倒
ｑ
ｌ

樹
旧
科
謂
慰
雪
副
調
気
劉
輿
君
概
副
雪
国
圏

Ｉ地に
「
前
項
第
一
号
」
と
あ
る
の

星
I

所
旬
議
事
犠
君
利
刊
調
‐
封
姻
刻
感
樹
劉
倒
桝
副
裂
訓
帰
嵐
列
封

命
制
回
劇
１
コ
刈
剛
１
１
裁
判
説
胤
国
利
Ｍ
１
掘
側
倒
渇

叫
云
一
ケ
し
閂
個
一
部
ノ
多
色

塑
制
創
叫
閑
刻
渕
到
樹
剖
釧
到
謝
剖
創
剛

て
、
第
三
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る

規
定
す
る
」
と

‐
剛
１
．
馴
画
ｑ
Ｉ
封
釧
Ｉ
『

Ｉ
ｌ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

定
不
能
土
地
又
は
特

８
９
。
■
。
夕

’
１
９
．
日
▼
ｌ
Ｉ
ｄ
ｐ
９
１
ｊ
ｖ
１
９
１
６
ｐ
ｑ
０
ｄ
ｐ
■
■
９
日
■
■
■
ｑ
９
０
ａ
■
０
■
８
■
ｑ
ｑ
Ｊ
９
Ｕ
■
■
８
０
８
０
■
Ⅱ
５
“

律
第
百
二

観
Ｉ
「
師

18



一
感
池
図
画
鶏
料
釧
創
副
詞
奴
劃
刈
ｕ
剖
封
或
謝
地
制
叫
剰
函
地
図

一
■

一一一
－－－

一 L二 一や一・一～均 ‐ 一一一一・勺…一一一 ~一一一

一
コ
璃
封

辛一●4－ー

31

ョ
者｜

等｜
棒

1 ．

淵
ゴ
ヨ
Ｊ
１
藷
料
！
凹
鏑
調
ｉ
司
興
‐
ｑ

二
Ｊ
９
ｒ
０
■
■
５
７
０
Ⅱ
１
１
●
０
Ｉ
９
１
Ｕ
Ｒ
９
ｌ
Ｉ
Ｆ
ｌ
Ｂ
１
０
Ｕ
０
Ｑ
ｎ
８
日
日
９
日
日
０
日
７
６
日
９
８
１
■
Ｉ
ワ
■
■
■
且
■
１
口
Ⅱ
８
９
日
Ｂ
Ｂ
Ｄ
Ｄ
Ｕ
０
Ｉ
ｇ
Ｅ
８
Ｐ
Ｈ
■
８
■
■
〃
Ｔ
１
ｔ
Ｉ
ｒ
０
０
６
Ｈ
８
０
８
■
日
日
９
０
日
■
９
１
Ｄ
９
０
ｆ
‐
１
ｆ

き
は
、
当
該
記
録
さ
れ
た

池
洲
劉
酎
掴
釧
「
倒
詞
「
ａ
謡
烈
訓
呵
通

回
漕
剖
詞
副
図
面
調
電
鰯
的
Ｉ
記
録

劉
調
鍛

覇
局
属
玉
地
勾
現
況
の
詞

記
載
し
た
図
面

第
四
科
判
弓
製
鋼
割
矧
詞
卿
獅
画
剛
１
表
題
瓠
‐
所
筍
春
示
現

を
保
有
す
る
と
き
は
、
そ
の
文
書

濁
耐
刊
司
割
製
裂
剥
雪
耐
馴
祠
熟
制
剤
凶
諏
劇
伽
謹
‐
詞
討
訓
叫
洵
封
書

I

定
不
能
土
地

１
１
１

掴
記
録
ざ
利
剣
ｗ
ろ
ど

但
国
眉
同
封
細
訓
痢
到
封
吋
馴
詞
句
刈
羽
『
討
池
封
銅
到
洲
ｕ
Ｉ
渇
目
糾
討

劃
‐
刻
掴
謡
価
識
ｕ
泡
塲
勤
副
掴

Ｘ
は
特
定
社
団
等
帰
属
土

常
の
経
路
及
び
方
推
を

望
又
は
后
条
第
四
頂

剰
幽
樹
洵
祖
國

19



一

職
制
凋
郷
勤
圃
詞
当
り
凋
劉
詔
Ｍ
Ｈ
剤
州
剖
Ⅶ
増
刷
制
馴
創
馴
Ｉ

条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
三
十

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

地
の
登
記
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十

’

’

す
る
場
合
を
含
む
．
）
の
規
定

I

’

20



’

浮誉鱸謂料牽牛
(令和4． 3． 29）

配布資料目録

部を改正する規則案家事事件手続規則及び民事訴訟費用等に関する規則の１
２
３

一

同制定理由

同新旧対照条文

1

’



’
P

配布資料2

る
。
こ
れ
が
、

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
家
事
事
件
の
手
続
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ

理
由

こ

の

規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

’

’

5



配布資料 3

第
一
条
関
係
Ｉ
家
事
事
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

目
次第

一
編
（
略
）

第
二
編
（
略
）

第
一
章
（
略
）

第
二
章
（
略
）

第
一
節
～
第
十
節
（
略
）

第
十
一
節
推
定
相
続
人
の
廃
除
に
関
す
る
審
判
事
件
（

家
事
事
件
手
続
規
則
及
び
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

第
九
十
九
条
’
第
百
一
条
）

新

’

目
次第

一
編
（
同
上
）

第
二
編
（
同
上
）

第
一
章
（
同
上
）

第
二
章
（
同
上
）

第
一
節
～
第
十
節
（
同
上
）

１
１

■
１
０
■
■
■
■
■
０
１
１
１
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
口
４
Ⅱ
１
‐
４
０
１
４
１
１
１
１
１
１
１
１
Ⅱ
１
１
１
１
１
日
。
Ⅱ
１
１
４
１
１
１
１
Ⅱ
１
１
１
ｌ
■
Ⅱ
』
４
４
４
４

第
十
一
節
推
定
相
続
人
の
廃
除
に
関
す
る
審
判
事
件
（

第
九
十
九
条
’
第
百
一
条
）

少

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

|日

6－1－



第
百
一
条
の
二

１
１

判
事
件
（
第
百
一
条
の
二
）

第
十
二
節
～
第
二
十
一
節
（
略
）

第
三
編
・
第
四
編
（
略
）

附
則

第
百
九
十
条
の
二
）

第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
任
さ
れ
た
相
続
財
産

i

理
人
及
び
法
第
百
九
十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

営
匿
者
に
よ

第
十
一
節
の
二

疋
牟
ん
征
圭
弾

第
十
一
節
の
二

調
産
め
目
揖
珂
広
輻

畑
酬
舸
刈
酬
轍
圃
州
削
閑
矧
州
刷
劉
倒
剖
川
別
刷
仙
幽
“
の
南
脊

ｌ
審
判
事
件

相
続
財
産
の
保
存
に
関
す
る
処
分
の

絶
続
引
財
産
の
答
日

（
新
設
）

第
十
二
節
～
第
二
十
一
節
（
同
上
）

第
三
編
・
第
四
編
（
同
上
）

附
則

（
新
設
）

7
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第
百
七
条
削
除

の’
1

規
定
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

孔
塾
呂
解

（
相
続
財
産
の
清
算
人
の
選
任
等
の
公
告
・
法
第
二
百
三
条
等

！

’

皿
匁
不
華
宋
エ
型
禧
宏
恢

弟
百
九
十
１
匁

第
百
七
条

第
二
百
一
条
）

羽
■
■
Ｉ
■
■
■
１
■
■
■
■
ｑ
ｑ
Ｊ
ｑ
Ｉ
■
１
口
■
■
Ｉ
■
ｑ
ｄ
１
ｌ
０
０
■
１
４
Ｈ
１
ｑ
３
１
１
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
ｄ
０
■
Ｉ
ｑ
ｊ
０
８
‐
１
８
■
１
口
．
！
’
β
１
４
ｐ
１
‐
１
４
階
ｌ
ｄ
ｊ
Ｉ
ｊ
４
‐
１
４
日
４
１
１
。
１
１
１
■
‐
ｌ
‐
４
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
‐
１
’
１
１
１
１
１
１
１
Ｐ
４
’

第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改
任
さ
れ
た
相
続
財
産

ｌ

１

Ｊ

ｑ

■

０

１

コ

ｌ

１

ｌ

１

１

ｌ

４

１

０

１

１

１

ｌ

４

ｌ

Ｊ

１

ｌ

１

１

ｌ

Ⅱ

１

１

Ｊ

、

４

ｑ

ｌ

１

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

０

ｑ

Ｉ

０

ｌ

１

４

‐

’

‐

Ｊ

Ｉ

Ｊ

‐

’

第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
五
項
の
規
定

呵
闇
剥
判
剣
劇
酬
濁
劉
判
ヨ
ロ
「
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

ｌ

Ｉ

１

Ｉ

Ｉ

ｊ

Ⅱ

■

０

１

１

‐

Ｉ

？

、

剖

日

１

Ｉ

４

Ｉ

１

ｌ

ｌ

４

１

ｌ

０

１

１

ｊ

１

１

Ｉ

ｌ

１

（

相

続

財

産

の

管

理

人

の

選

任

等

の

公

告

・

法

第

二

百

三

条

等

一
る
登
記
の
侭

疋
ハ
ズ
範
或
注 財

産
の
目
録
の
提
出
等
の
頬
定
め
準
席
・
牡

栄
の
規
定
は
相
続
財
産
の
保
存
又
は
管
抵

～
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第
百
九
条

（
削
る
）

五’ 四一
・ $

…

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
相
続
財
産
の
分
与
の
審
判
の
申
立
書

べ
き
二
〒
と
。

I

相
続
人
は
、

相
続
財
産
の
清
算
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

民
法
第
九
百
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

へ

略
一

｜
・
定
の
期
間
ま
で
に
そ
の
権
利
の
申
出
を
す

〆

21 第
百
九
条

二’ 一’
…

げ
る
事
項
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

四
相
続
財
産
の
管
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

（
新
設
）

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｜
～
三

（
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
相
続
財
産
の
分
与
の
審
判
の
申
立
書

民
法
第
九
百
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
は
、
次
に
掲

ぺ
蛍
』
，
》
）
‘
と
◎

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

相
続
人
は
、

民
法
第
九
百
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

（
同
上
）

一
定
の
期
間
ま
で
に
そ
の
権
利
の
申
出
を
す

し、
◎

9－4－



の
記
載
事
項
等
〆
法
第
二
百
四
条
）

第
百
十
条
（
略
）

２
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
相
続
財
産
の
分
与
の
申
立
て
が
あ
っ

た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
遅
滞
な
く
、
民
法
第
九
百
五

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
、
又
は
法
第
二
百
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
改
任
さ
れ
た
相
続
財
産
の
清
算
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
判
が
確

定
し
た
と
き
も
へ
同
様
と
す
る
。

（
遺
産
の
換
価
を
命
ず
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
の
規
定
の
準
用

。
法
第
二
百
七
条
）

第
百
十
一
条
第
百
三
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
項

の
規
定
は
、
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
相
続
財
産
の
分
与
の
審
判

の
記
載
事
項
等
・
法
第
二
百
四
条
）

第
百
十
条
（
同
上
）

２
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
相
続
財
産
の
分
与
の
申
立
て
が
あ
っ

た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
遅
滞
な
く
、
民
法
第
九
百
五

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
、
又
は
法
第
二
百
八

条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
改
任
さ
れ
た
相
続
財
産
の
管
理
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
の
審
判
が
確

定
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
・

（
遺
産
の
換
価
を
命
ず
る
裁
判
に
関
す
る
手
続
の
規
定
の
準
用

．
法
第
二
百
七
条
）

第
百
十
一
条
第
百
三
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
項

の
規
定
は
、
特
別
縁
故
者
に
対
す
る
相
続
財
産
の
分
与
の
審
判

10－5－



読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
者
に
よ
る
財
産
の
目
録
の
提
出
等
の
規
定
の
準
用
・
法

第
二
百
八
条
）

第
百
十
二
条
第
八
十
二
条
の
規
定
は
相
続
人
の
不
存
在
の
場
合

事
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六

１

項
中
「
相
続
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
相
続
財
産
の
清
算
人
」
と

定
は
法
第
二
百
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

口

任
さ
れ
た
相
続
財
産
の
清
算
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
三
条
の
規

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改

ｌ

に
お
け
る
相
続
財
産
の
清
算
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
に
お

。
■

い
て
選
任
さ
れ
た
相
続
財
産
の
清
算
人
及
び
法
第
二
百
八
条
に

第
百
十
二
条
第
八
十
二
条
の
規
定
は
相
続
人
の
不
存
在
の
場
合

事
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六

定
は
法
第
二
百
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
８
１
■
■
Ｉ
Ｂ
Ｂ
！
■
ｌ
ｐ
ｑ

任
さ
れ
た
相
続
財
産
の
管
理
人
に
つ
い
て
、
第
八
十
三
条
の
規

第
二
百
八
条
）

Ｉ

項
中
「
相
続
人
」
と
あ
る
の
は
、
「
相
続
財
産
の
管
理
人
」
と

五
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
改

ｌ

に
お
け
る
相
続
財
産
の
管
理
に
関
す
る
処
分
の
審
判
事
件
に
お

い
て
選
任
さ
れ
た
相
続
財
産
の
管
理
人
及
び
法
第
二
百
八
条
に

（
管
理
者
に
よ
る
財
産
の
目
録
の
提
出
等
の
規
定
の
準
用
・
法
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第
二
条
関
係
ｌ
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
〈
昭
和
四
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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条
、
第
百
八
十
条
、
第
百
九

十
四
条
第
八
項
、
第
二
百
二

条
第
三
項
及
び
第
二
百
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
百
四
十
七
条

’

第
七
項
（
同
法
第
百
七
十
三

申
立
て
又
は
家
事
事
件
手
続

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

五
十
二
号
）
第
百
二
十
五
条

合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
八

十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

（
同
法
第
百
九
十
条
の
二
第

’十項
、
第
二
百
二
条
第
三
項

及
び
第
二
百
八
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
四
十
七
条
及
び
第
百

八
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
処
分
の
取
消
し
の
申
立

条
第
八
項
、
第
二
百
一
条
第

申
立
て
又
は
家
事
事
件
手
続

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

五
十
二
号
）
第
百
二
十
五
条

第
七
項
（
第
百
七
十
三
条
、

第
百
八
十
条
、
第
百
九
十
四

、

て
若
し
く
は
同
法
第
二
百
九
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へ

略
…

（
同
上
）

《
昌
汎

’

１
１

14－9－

六
（
略
）

六
（
同
上
）

。


